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巻頭言

■18 歳の原点から考える短大教育

日本私立短期大学協会 副会長　　　　　

日本私立短期大学協会 教務委員会委員長

滋賀短期大学 理事長・学長　　　　　　

秋山　元秀　

話を私の短期大学のことから始めることをお許しいただきたい。本学は昭和 45（1970）年に

滋賀女子短期大学として創設されたので、一昨年に創立 50 周年を迎えた。しかしコロナ禍のた

めに創立記念のイベントは延期し、この秋にようやくいくつかの創立記念事業を実施した。その

一つとしてファッション・デザイナーのコシノヒロコ女史を迎えて学生とのトークショーを行っ

た。そこには、本学の設置法人である純美禮学園は、校祖中野冨美が大正 7（1918）年に大津

で松村裁縫速進教授所として発足させた裁縫学校からスタートしているので、衣料服飾を軸に発

展してきた本学園に相応しいという意味と、本学が今年 4 月にデジタルライフビジネス学科とい

う新しい学科を発足させたので、最も先進的なファッション・デザインを展開されているコシノ

ヒロコ女史にその門出を飾っていただこうという二つの意味があった。

トークショーは、その新学科の学生 2 人を含む 3 人の女子学生がコシノヒロコ女史に質問し、

それに対して女史が答え、さらにそれをめぐって対話するという形で、およそ 1 時間半にわたっ

て行われた。質問内容については事前にある程度やり取りをしていたようだが、当日は双方のア

ドリブも入り、期待通りたいへんエキサイトなトークを楽しむことができた。

学生の質問には、女史がなぜファッションの世界に入ることになったのかとか、一番苦労した

ことは何かなど、ごく当たり前のものもあったが、妹のコシノジュンコ女史とはライバル意識は

ないのかなどの際どい（?）ものもあり、それらに対する即妙な答えを楽しむことができた。女

史は今年で 85 歳になられるのであるが、短期大学の女子学生たちと比べてもそのエネルギッシュ

な発言と姿勢には驚かされるばかりであった。

そのショーの終りの方に発せられた次の質問のやり取りに、私は大げさではあるが驚嘆した。

それは「もし人生をもう一度やれるとするなら何歳になりたいですか ?」という質問であった。

質問自体は特別異様なものではないだろう。しかしそれに対して女史は即座に 18 歳と断言した。

女史の経歴は朝の連続ドラマ「カーネーション」を通じてもよく知られているだろう。もとも

とは画家になりたかったのだが、美大へ進学したいという希望は、母の小篠綾子に反対され断念

せざるを得なかった。しかしファッションにもデザイン画という分野があり、絵画への思いを遂

げることも可能であることを知り、東京の文化服装学院に入学、それからスタイル画において独

自の世界を創造するようになったことは、このトークショーでも初めの方で述べられていた。と

にかく自分は針と糸をもって裁縫することが大嫌いだった、「今でも絶対しません」という女史

の言辞に会場は笑いに包まれたが、裁縫ではなくデザイン画という分野でファッションに挑戦し

ていこうと決断をしたのが 18 歳の時であった。



ݴ಄ר�

18 歳のその時、それまで温めてきた画家への志向、通常の道としては諦めるのだけれど、決

してそれを棄てるのではなく、新たな形の中で生かしていく道を見つける、そういう人生の選択

を行った 18 歳、そこに現在の自分の原点がある。だからもう一度人生をやるなら、18 歳から始

めたい。同じ選択をするかもしれないし、別の道があるかもしれない。しかし 18 歳の原点にお

いて必死になって苦しんだ果てに一つの道を選ぶ、それはまさに人生そのものの原点なのだとい

う認識。これは私の勝手な解釈が入っているかもしれないが、それからの数十年を常に斯界のトッ

プランナーとして走り続けてきた人の至言というべきものではないかと思った。

翻って現在 18 歳の学生たちを迎えている私たちは、彼ら彼女らにどのように向き合っている

だろうか。本巻は「教育の質が保証された短期大学」というテーマで特集されているのだが、学

生たちの側から見て目指す短期大学の教育の質とは何をいうのであろうか。

改めて言うまでもないが、昨今、短期大学への進学者が減少し、多くの短期大学で定員が充足

しない事態を迎えている。一方に 4 年制大学のハードルが下がっている実態があり、他方で専門

学校の募集が巧妙を極め、早期に入学生が確保されてしまうという現実もあって、その狭間にあ

る短期大学がもっとも苦汁をなめている。令和 3（2021）年の 18 歳人口 114 万人の高等教育

への進路先を見ると、大学が 52.9％を占め、短大は 4.0％、専門学校は 17.3％である。その数値は、

平成 24（2012）年と比較すると、大学は 5.2％増加、専門学校も 0.5％増加、これに対して短大

は 1.5％の減少である。さらに 18 歳人口は今後 10 年間で 12.7 万人減少するといわれているから、

10 年後に短期大学に進学する人数がどこまで減るのか予想するだに恐ろしい。

それでは今の 18 歳の彼ら彼女らは、高等教育への進路を選択するに際して、なぜ短期大学を

選ばないのであろうか。短期大学は、4 年制大学に比べて 2 年間という短い期間に、大学と同じ

ような資格や免許が取れて、卒業とともに学位も獲得できるし、早く実社会で働けるというメリッ

トがある。また専門学校と比べれば単に専門的な技能を習得するだけではなく、教養を身に付け

ることもできるし、豊かなキャンパスライフがある。

本学のオープンキャンパスの最初の挨拶などで、私はこのような言い方で短期大学の良さを強

調してきた。しかし、これは 4 年制大学に比べれば、そのミニチュア版であり、専門学校に比べれば、

より高等教育らしい教育をしていると、いわば両者に対して相対的に優位であるということを述べ

ているだけで、短期大学の教育にしかないような面白さや楽しさ、そこからしか得られないような

学修の価値がわかる言い方をしているのだろうかと、最近思うようになっている。

そこで最初に取り上げたコシノヒロコ女史の 18 歳での決断に戻って言うなら、画家の道を目

指した女史は、それとは別にファッション・デザイン画という道を見つけることにより、母親の

願望と自分の希望を妥協させたようにみえるが、それは正当な画家の道の代償としてデザイン画

を選んだというものではないだろう。一見、母親の願いを聞き入れたように見えても、コシノヒ

ロコ女史の絵画に向ける情熱というものはいささかも衰えることなく、その本質というべきアー

トへの思いは、デザイン画であれアカデミックな油絵であれ、目指すところは同じだったのでは

ないだろうか。現在、コシノヒロコ女史が物されている作品は、そのような区分を越えたまさに

アートの世界の具現であると思う。

質の保証された短期大学の教育というものがあるとするなら、まず 4 年制大学の代償でもなく、

専門学校の高級バージョンでもない、短期大学固有の魅力をもって 18 歳の彼ら彼女らを惹きつ

けるものでなければならないだろう。私としては短期大学の将来をかけてそれを探してゆきたい。
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論稿

■�令和 4 年度短期大学設置基準の改正等に
ついて　～学修者本位の大学教育の実現に向けて～

文部科学省 高等教育局 大学教育・入試課

■１．はじめに

短期大学設置基準は短期大学を設置するに必要な最低の基準を定めるものとして、昭和 50 年

に制定されて以降、逐次改正がなされてきた。特に大きな改正として、平成 3 年の大綱化と平成

15 年の設置審査の準則化に伴うものがある。

これらの改正では、自由かつ多様な形態で教育を実現しうるようできるだけ各短期大学の自主

性に委ね、また、今後の不透明な時代において色々な試みを行いながら教育研究の発展を図るため、

基準そのものを大綱化する弾力的な見直しや、設置認可自体の弾力化の中で、設置審査の最低基

準であるという観点や基準の一覧性・明確化を図る観点から明確化等の見直しがなされてきた。

こうした見直し等が進められてきた中で、今回、中央教育審議会答申「2040 年に向けた高等

教育のグランドデザイン」（以下「GD 答申」）を受け、大学分科会質保証システム部会において

令和 4 年 3 月にとりまとめられた「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について」

（以下「審議まとめ」）を踏まえた、高等教育の質保証システムの見直しが行われることとなった。

Ⅵ．高等教育を支える投資 … コストの可視化とあらゆるセクターからの支援の拡充 …

Ⅴ．各高等教育機関の役割等 … 多様な機関による多様な教育の提供 …

Ⅱ．教育研究体制 … 多様性と柔軟性の確保 …

2040年に向けた高等教育のグランドデザイン（答申）【概要】

Ⅲ．教育の質の保証と情報公表 … 「学び」の質保証の再構築 …

多様な教員多様な学生 多様で柔軟な教育プログラム 大学の多様な「強み」の強化多様性を受け止める柔軟な
ガバナンス等

z 必要とされる人材像と高等教育の目指すべき姿 z 高等教育と社会の関係

Ⅰ．2040年の展望と高等教育が目指すべき姿 … 学修者本位の教育への転換 …

z 18歳で入学する日本人を主な対象
として想定する従来のモデルから
脱却し、社会人や留学生を積極的
に受け入れる体質転換

→ リカレント教育、留学生交流の推進、
高等教育の国際展開

z 実務家、若手、女性、外国籍など
の様々な人材を登用できる仕組み
の在り方の検討

→ 教員が不断に多様な教育研究活動
を行うための仕組みや環境整備
（研修、業績評価等）

z 文理横断・学修の幅を広げる教育、

時代の変化に応じた迅速かつ柔軟
なプログラム編成

→  学位プログラムを中心とした大学制度、
複数の大学等の人的・物的資源の共有、
ICTを活用した教育の促進

z 各大学のマネジメント機能や経営
力を強化し、大学等の連携・統合を
円滑に進められる仕組みの検討

z 人材養成の観点から各機関の
「強み」や「特色」をより明確化し、
更に伸長

z 全学的な教学マネジメントの確立
→ 各大学の教学面での改善・改革に資する取組に係る

指針の作成

z 学修成果の可視化と情報公表の促進

z 設置基準の見直し
（定員管理、教育手法、施設設備等について、
時代の変化や情報技術、教育研究の進展等
を踏まえた抜本的な見直し）

z 認証評価制度の充実
（法令違反等に対する厳格な対応）

高等教育機関への進学者数と
それを踏まえた規模

国公私の役割

地域における高等教育

z 歴史的経緯と、再整理された役割を踏まえ、
地域における高等教育の在り方を再構築し
高等教育の発展に国公私全体で取り組む

z 国立大学の果たす役割と必要な分野・規模に
関する一定の方向性を検討

z 将来の社会変化を見据えて、社会人、
留学生を含めた「多様な価値観が集まる
キャンパス」の実現

z 学生の可能性を伸ばす教育改革の
ための適正な規模を検討し、教育の質
を保証できない機関へ厳しい評価

【参考】2040年の推計
• 18歳人口：120万人（2017）

→ 88万人（現在の74%の規模）
• 大学進学者数：63万人（2017）

→51万人（現在の80%の規模）

z 各学校種（大学、専門職大学・専門職短期大学、短期大学、高等専門学校、専門学校、大学院）
における特有の課題の検討

z 転入学や編入学などの各高等教育機関の間の接続を含めた流動性を高め、より多様なキャリア
パスを実現

z 国力の源である高等教育には、引き続き、公的支援の充実が必要

z 社会のあらゆるセクターが経済的効果を含めた効果を享受することを踏まえた
民間からの投資や社会からの寄附等の支援も重要（財源の多様化）

z 教育・研究コストの可視化

z 高等教育全体の社会的・経済的効果を社会へ提示

公的支援も含めた社会の負担への
理解を促進
→ 必要な投資を得られる機運の醸成

Ⅳ．18歳人口の減少を踏まえた高等教育機関の
規模や地域配置 … あらゆる世代が学ぶ「知の基盤」 …

育

…

z 普遍的な知識・理解と汎用的技能を文理横断的に身に付けていく

z 時代の変化に合わせて積極的に社会を支え、論理的思考力を持って
社会を改善していく資質を有する人材

予測不可能な時代
を生きる人材像

学修者本位の
教育への転換

z 「何を学び、身に付けることができたのか」＋個々人の学修成果の可視化
（個々の教員の教育手法や研究を中心にシステムを構築する教育からの脱却）

z 学修者が生涯学び続けられるための多様で柔軟な仕組みと流動性

2040年頃の社会変化
国連:SDGs「全ての人が平和と豊かさを享受できる社会」
Society5.0 第4次産業革命 人生100年時代 グローバル化 地方創生

→ 国立大学の一法人複数大学制の導入、経営改善に向けた指導強化・撤退を含む
早期の経営判断を促す指導、国公私立の枠組みを越えて、各大学の「強み」を活かした
連携を可能とする「大学等連携推進法人（仮称）」制度の導入、学外理事の登用

z 複数の高等教育機関と地方公共団体、産業界が
各地域における将来像の議論や具体的な連携・
交流等の方策について議論する体制として
「地域連携プラットフォーム（仮称）」を構築

→ ・ 単位や学位の取得状況、学生の成長実感・満足度、
学修に対する意欲等の情報

・ 教育成果や大学教育の質に関する情報
の把握・公表の義務付け

→ 全国的な学生調査や大学調査により整理・比較・一覧化

z 教育と研究を通じて、新たな社会・経済システムを提案、成果を還元

z 多様で卓越した「知」はイノベーションの創出や科学技術の発展にも寄与

z 雇用の在り方や働き方改革と高等教育が提供する学びのマッチング

z「個人の価値観を尊重する生活環境を提供できる社会」に貢献

教育の質保証システムの確立

「知識の共通基盤」

研究力の強化

産業界との協力・連携

地域への貢献

平成30年11月26日
中 央 教 育 審 議 会
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■２．改正の基本的考え方

GD 答申においては、予測不可能な時代にあって、「何を学び、身に付けることができたのか」

を中軸に据えた「学修者本位の教育への転換」が強く打ち出され、また、審議まとめでは、学修

者本位の観点から、質保証システム全体として最低限保証すべき質を厳格に担保しつつも、時代

に応じて柔軟性のある仕組みとするため、最低基準性を担保したうえで、大学が創意工夫に基づ

く多様で先導性・先進性のある教育研究活動が行えるよう、「学修者本位の大学教育の実現」と「社

会に開かれた質保証の実現」の 2 つの検討方針を踏まえた大学設置基準等の見直しが提言されて

いる。

その中で、大学教育の質保証の単位は学位プログラムであり、3 つのポリシーに基づいて編成

されるものであることや、各大学が自ら行う内部質保証もこの学位プログラムを基礎として行う

こと、そして、内部質保証を通じて大学の教育研究活動が不断に検証、見直しがなされていくも

のであることが審議まとめで確認され、今回の改正全体の骨格となっている。この考え方を基に、

教職員の一体的な連携体制の確立や多様で柔軟な教育課程編成を可能とする仕組みへの見直し、

施設設備の機能性に着目した種々の見直し等が行われることとなる。
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■３．主な改正内容

以下各事項の改正に係る基本的考え方等に絞って紹介する。

（1）総則等理念規定の明確化

３ポリシーに係る規定を置く学校教育法施行規則と教育課程等に係る規定を置く設置基準との

関係性や、内部質保証に基づく見直しが求められていること等の明確化を図る観点から、審議ま

とめでは、3 ポリシーに基づく教育課程の編成等や自己点検・評価、認証評価の結果を踏まえた

不断の見直しを行う旨を設置基準上明確化することが求められており、この見直しにより、3 ポ

リシーに基づく教育の実質化等による質向上が期待される。

総則等理念規定の明確化について

（2）教員組織・事務組織等の組織関係規定の再整理

現行の設置基準では教員組織における役割分担や連携体制、責任の所在が規定されているが、

事務組織や厚生補導の組織、教職協働の規定はそれとは別に規定されており、審議まとめではこ

れらを一体的に再整理することが提言されている。このことにより、教員と事務職員等の役割分

担等が明確化され、教職協働の実質化の促進が期待される。なお、この見直しは「教育研究実施

組織」という新たな組織の設置を求める趣旨ではなく、従前から求められる教職協働による「シ

ステム」の機能充足を理念的に示すものである。

現
行
制
度

૱ଉཀྵ೨وఈ֮Կについて
審議まとめにおいて、３つのϛϨシーにخͰく大学
教育や಼෨࣯ฯৄによる教育研究ಊのஇの見直
しについて理念上֮化することなどが提ݶ。

学گߏү๑ߨࢬ規ଉに̑ϛϨεʖの規定は͍るが、
る規定は大学設置基準に͍Εؖ࿊ܐү՟ఖ等にگ
が֮Ͳな͏ことΏ、಼෨࣯ฯৄに基Ͱ͚ݡ直しをߨ
͑ことが֮Կされて͏な͏。

改
正
案

３ϛϨシーにخͰく教育՟ఖのฦ等やࣙހ఼ݗʀՃ、ৄՃの݃Վを踏まえたஇの
見直しを行うࢭ、規定上֮化。
➡３ϛϨシーにخͰく教育のࣰ࣯化等による࣯上が期待

（टࢭ）
第Ҳ条 [ྲྀ]
３ 短期大学は、このྫͲ定めるઅ置خ६よりఁԾしたয়ସになΔないようにすることはもとより、学ߏ教育法第ඨ
九条第Ҳ項の఼ݗ及びՃの݃ՎดびにৄՃの݃Վを踏まえ、教育研究ಊ等についてஇの見直しを行うこと
により、そのਭ६の上を図ることに努めな͜れͻなΔない。
（学ंમൊ）

第二条の二 学ंのમൊは、学ߏ教育法ࢬ行規ଉ（দ二十二೧ช෨ྫ第十Ҳߺ）第ඨ十ޔ条の二第Ҳ項第ߺࢀ
の規定により定める方ਓにخͰ͘、ޮ正かつଧ当な方法により、నなରを整えて行うものとする。
（教育՟ఖのฦ方ਓ）

第ޔ条 短期大学は、学ߏ教育法ࢬ行規ଉ第ඨ十ޔ条の二第Ҳ項第Ҳߺ及び第二ߺの規定により定める方ਓにخͰ͘、
必要なदۂ科をࣙΔઅし、ର系的に教育՟ఖをฦするものとする。

２ʀ３ [ྲྀ]

短期大学設置基準
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教育研究実施組織等について

現
行
制
度

ૌ৭についてࢬࣰڂݜүگ
審議まとめにおいて、分ࢆして規定されて
いる教員や事務職員、֦種組織に関する規
定をҲର的に再整理することなどが提ݶ。

ର、ܠҽのༀׄ୴、࿊گҽૌ৭としてگ
のॶࡑにͯ͏て規定されて͏るが、ࣆແૌ৭Ώ
ڢ;ٶܠແ৮ҽ等の࿊ࣆҽとگਫ਼ึのૌ৭Ώ
ಉにͯ͏てはพ規定。

改
正
案

必要な教員及び事務職員等かΔなる教育研究ࣰࢬ組織のฦなど、教員と事務職員等の関ܐ
をҲର的に規定
➡教育研究ಊかΔ生ึまͲ含めた教職協ಉのࣰ࣯化が促進され、よりҲの教育研究
上が期待ಊの࣯

（教育研究ࣰࢬ組織等）
第二十条 短期大学は、その教育研究上の的をୣするため、学科の規模及びद༫する学Ғの分に応じ、必
要な教員及び事務職員等かΔなる教育研究ࣰࢬ組織をฦするものとする。

２ 短期大学は、教育研究ࣰࢬ組織をฦするに当たつては、当֚短期大学の教育研究ಊ等のӣӨが組織的か
つްՎ的に行Κれるよう、教員及び事務職員等૮ޕのనなༀׄ分୴のԾͲの協ಉや組織的な࿊ܠରを֮ฯ
しつつ、教育研究にܐるのॶࡑを֮にするものとする。

３ 短期大学は、学生にଲし、՟ಊ、र学、進࿑મ及び心ਐの݊߃に関するࢨ及びԋঁ等の生ึを
組織的に行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織をฦするものとする。

̒ 短期大学は、教育研究ࣰࢬ組織及び項の組織のԃかつްՎ的なۂ務のਲ਼行のためのࢩԋ、短期大学ӣӨ
にܐるةժཱིҌ、当֚短期大学Ґのंとの࿊ܠ、ਕ事、૱務、ࡔ務、߁報、情報システムดびにࢬઅ及びઅ
備の整備その他の短期大学ӣӨに必要なۂ務を行うため、専属の教員又は事務職員等を置く組織をฦするも
のとする。

̓ʛ̕ [ྲྀ]

短期大学設置基準

ಊڂݜүگ͢͵ʹݡΏࢬૌ৭րਜ਼ͺɼָҒϕϫήϧϞࣰࢬࣰڂݜүگ
Ν͑ߨにͪΕɼָૌ৭ؽ֮ԿΏگҽͳࣆແ৮ҽ૮ޕༀׄ୴ɼڢಉɼ
֮ԿΝదͳͪ͢Ͳͤɽ
‐ ָ෨خຌૌ৭Γ͑͵ʰOrganaizationʱΝ指ͤͲͺ͵͚ɼʰSystemʱΝ指ͤͲ͍Εɼͪ͵ʰૌ
৭ʱΝઅ͜Ζ͞ͳΝٽΌΖͲͺ͍ΕΉͦΞɽ
‐ ఈに͕いてو಼ָ͗ܐؖؽແ৮ҽༀׄʀࣆҽʀگଚ಼ָૌ৭に͕いてɼعౕͳಋ༹ɼߨݳ
ΌΔΗΉͤɽٽదに୴ฯ͠ΗΖ͞ͳ͗૱

大学ຌ෨

学෨学෨ 学ਫ਼ࢩԋ෨
ҽگ ҽگ ҽگ ແ৮ҽ等ࣆ ҽگ

ແ৮ҽ等ࣆ ແ৮ҽ等ࣆ ҽگ

ʴ大学のૌ৭ϟʖζʵ 、ೖの大学の事務組織のༀׄはࠕ
ʀگүࢬࣰڂݜૌ৭;ٶਫ਼ึのૌ৭のԃ
ԋࢩのͪΌのߨແのਲ਼ۂՎ的なް͖ͯ

ʀ大学ӣӨにܐるةժཱིҌ
ʀ大学Ґの者との࿊ܠʤஏҮ࿊ܠʥ
ʀਕࣆ、૱ແ、ࡔແ、߁ๅ、ๅεητϞ、
設設備整備ࢬ

などଡزにΚͪΕ、گүڂݜಊにື接にؖ࿊。

ಊ、र学、࿑મ生ึの機能はʰ՟
ٶ;心ਐの݊߃にؖするࢨٶ;ԋঁ等ʱ
Ͳ͍Ε、ࣆແ৮ҽͫ͜Ͳはな͚گҽもؖΚる
ことも͍ることを֮Կして͏Ήす。

ແ৮ҽ等ࣆ

ʰの৮ҽʱ‐ʰのگҽʀࣆແ৮ҽ等ʱと๑ྫの用ޢは
รΚΕΉすが、ͨれͩれのؽʀༀׄを୴͑گ৮ҽを置͚と͏͑
ॊ前のटࢭとรΚΕは͍ΕΉͦΞ。
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（3）基幹教員制度について

現行の設置基準上の専任教員は、「一の大学に限り専任教員となる」「専ら当該大学における教

育研究に従事する」と規定されているが、審議まとめでは「専任教員」の概念を「基幹教員」と

改める等の提言がなされている。

今回の見直しでは、従前の設置認可審査における専任教員の考え方等も踏まえながら、各学位

プログラムに責任を持つ教員として「基幹教員」の定義を明確化するとともに、「一の大学に限り」

とする現行規定を見直すことで、複数の大学 ･ 学部でも必要最低教員数の 1/4 の範囲内で参入可

能とし、例えば、教員が十分養成されてこなかった成長分野等において、外部人材を取り込ん

だ学位プログラムの編制など、社会ニーズに対応した迅速で柔軟な対応が行われることが期待さ

れる。

他方で、質保証の観点からは、基幹教員に係る積極的な情報公表により、外部からのチェック

や認証評価機関を通じた確認等が求められる。

基幹教員制度について

現
行
制
度

ҽౕについてگײخ
審議まとめにおいて、「Ҳの大学にݸり」
という「専教員」の֕念を「ײخ教員」
（Հস）と改め、અ置خ६上࠹ఁݸ必要な
教員の਼のࢋ定に当たりҲ定Ґ上のदۂ科
を୴当するۊҐの教員についてҲ定
のҕまͲࢋをめることなどが提ݶ。

、Εݸҽは基準ʰҲの大学にگのߨݳ
گҽとなるʱʰΔ֚大学に͕͜るگ
үڂݜにॊࣆするʱとし͖定ΌΔれて͕Δͥ、
֦大学にとͮてگҽとしてのౌ用Ͳは৽
॑にஇͦ͡るをಚな͏が͍ͮͪ。

改
正
案

ॊのઅ置Ն審ࠬにお͜る専教員のߡえ方等も踏まえながΔ「ײخ教員」として定ٝを
֮化するとともに、必要࠹ఁ教員਼のࢋ定においては、਼の大学ʀ学෨ͲのࢋもՆ能（̒
分の̏まͲ）とすることなどを規定
➡教員が十分にされていないௗ分等において、ؔۂةかΔのࣰ務Պ 教員のౌ用の促進や、
਼大学等ͲのέϫスΠϛϱφϟϱφ等の進ఴが期待

（दۂ科の୴当）
第二十条の二 短期大学は、教育՟ఖ上क要とめるदۂ科（ҐԾ「क要दۂ科」という。）について
はݬଉとしてײخ教員（教育՟ఖのฦその他の学科のӣӨについてを୴う教員（ঁघを除く。）Ͳ
͍つて、当֚学科の教育՟ఖにܐるक要दۂ科を୴当するもの（専Δ当֚短期大学の教育研究にॊ事す
るものにݸる。）又はҲ೧につ͘ൂୱҒҐ上の当֚学科の教育՟ఖにܐるदۂ科を୴当するものをいう。
ҐԾಋじ。）に、क要दۂ科Ґのदۂ科についてはなる΄くײخ教員に୴当させるものとする。

２ʀ３ [ྲྀ]

短期大学設置基準
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（従来の専任教員と基幹教員との違い）

（基幹教員制度について）

ॊཔの専教員とײخ教員とのҩい
 え๏Ώ設ߡҽのگҽʱは、これΉͲの設置Ն৻ࠬに͕͜るگײյͪに定ٝするʰ基ࠕ
置基準のพනͲٽΌるචགྷ࠹ఁگҽ਼のߡえ๏に基Ͱ͘ながΔ、大学の֦学Ғϕϫήϧムに
を࣍つ教員として定ٝを֮化するものͲす。

 ͖ど͖͑は֕೨ཱིͯ࣍学ҒϕϫήϧϞにを、するࢋҽとしてگ規定Ͳߨݳ
。されて͏ΉͦΞͲしͪىΌΔれて͏Ήしͪが、๑ྫٽ

 学಼ͲگүにܠΚͮて͏ͪॊの学Ғϕϫήϧムにを༙する「専教員」は、Ӏ͘କ͘અ
置خ६上「ײخ教員」としてҒ置Ͱ͜Δれるとともに、「Ҳの大学にݸり」とする現行規定を
見直し、਼の大学ʀ学෨Ͳも必要࠹ఁ教員਼にࢋՆ能（̒分の̏Ґ಼）となΕΉす。

専教員

ү՟ఖのฦ等のがな͚、Ҳ෨のگ
दۂのΊ୴するگҽʤඉۊのࢥߪなどʥ

ү՟ఖのฦ等にگ
を୴͑گҽ
ҽگ͑ߨのΊڂݜ

ஏҮ࿊ܠಊ等のΊ͑ߨگҽ

教員ײخ

現行制度でも、
必要最低教員数
には算入しない

基گײҽҐのگҽ

ଝ؟ 以ৣの⋇峝⋈峼峉峃教員
教ୖஙのౣਛ峇のの৾のઈ峕峎岮峐ிભ峼૿岰ڭپ教員

ਊჾ৾の教ୖங峕岴岻峵ਏ౸ఐ৯峼૿ਊ峃峵教員كAق
كڮپ௧峳ਊჾপ৾の教ଢ଼峕జহ峃峵峕峵岞ق

ڭپ 教౸ভ峮教ਜ員ভ峔峓ਊჾ
৾の教ୖஙのౣਛಉ峕峎
岮峐ਔઓৠ峕બ峵ভ৮峕
峃峵ಉ峼୳

ڮپ のপ৾峑崽嵓崧崌嵈౻৷岿島
峐岮峵ಉقাપਾີ20ਐ
以ك峼୳

基幹教員২峕峎岮峐

教
員
（
全
体
）

教ୖங峘ౣਛಉ峕ிભ峼૿岮岝
ਊჾ৾の教ୖங峕岴岻峵ফڴ
ਜ਼ਰ峘౸ఐ৯峼૿ਊ峃峵教員
ك௧峳ਊჾপ৾峘教ଢ଼峕జহ峃峵ق

教ୖங峘ౣਛಉ峕ிભ峼૿岮岝
ਊჾ৾の教ୖங峕岴岻峵ਏ౸
ఐ৯峼૿ਊ峃峵教員ق௧峳ਊჾপ
৾峘教ଢ଼峕జহ峃峵ك

基幹教員以外の教員
৾ಉの౸ఐ৯峼૿ਊ峁峔岮教員پ

基
幹
教
員

প৾৸৬のઽઍ員峕
基峏岹ਏਈ教員ਯ

શਸ਼峑پ
ো峃峵教員岹

以峙ڰطگپ
௧峳ਊჾপ৾の
教ଢ଼峕జহ
峃峵教員

B৾ିのઽઍ員峕基峏岹
ਏਈ教員ਯ

岧શਸ਼岨

以峙௧峳ਊჾপڰطگپ
৾の教ଢ଼峕జহ峃峵教
員

A৾ିのઽઍ員峕基峏岹
ਏਈ教員ਯ

岧શਸ਼岨

ٔ

峼அ峪ك௶教教ীのৃ়峙教ੌق௶以外の基মੌ৾؟ି

ളਯのপ৾嵣৾ಉ峑
ো૭ચ
の৾峑رق
ফڴਜ਼以૿
ਊك

ো峙岮峄島岵[ڭ]峨峑

以峙௧峳ਊჾপڰطگپ
৾の教ଢ଼峕జহ峃峵教
員

教ୖங峘ౣਛಉ峕ிભ峼૿岮岝
ਊჾ৾の教ୖங峕岴岻峵ফڴਜ਼
ਰ峘౸ఐ৯峼૿ਊ峃峵教員
௧峳ਊჾপ৾の教ଢ଼峕జহ峃峵ق
ਰਗ峘ك

岲峚岝崗嵕崡崊嵅崌嵛崰嵉嵛崰ಉ峕峲峴ളਯのপپ
৾峮੫峒のැਜ峼ষ岰ಉك

ਜ਼以の౸ఐ৯峼૿ਊ峃峵教員ڴਊჾ৾の教ୖங峕岴岻峵ফكBق

⋇
⋈

క峕੶ൗ峘
Aྼ峙B峘
岮峄島岵
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（専任教員から基幹教員に改める理由）

（基幹教員と学位プログラムの関係）

؇理ӣӨ
ʤگदճʀگແҗҽճ等ʥ

৾ಉ峘基মੌ௶
ಉ৴બୖஙৰ基মੌ௶峼அ峪৾پ

基幹教員

ਕࡒ的

υΡϕϫϜʀϛϨεʖʤ̧̛ʥ

ΩϨΫϣϧϞʀϛϨεʖʤ̧̚ʥ

द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


ү՟ఖฦگ

ʴक要दۂ科ʵ
֦大学ʀ学෨等のDPͲ定Όͪ学Ғをखಚ
さͦるにͪΕ、֚学ҒのϪϗϩと
にԢͣてୣす΄͘ྙをүするͪ
ΌにචགྷなՌ܊

基幹教員
以外の教員

द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


ָ
Ғ
ϕ
ϫ
ή
ϧ
Ϟ

専教員かΔײخ教員に改める理༟
 ҽが୴ͮて͏るʰ学ҒϕϫήϧϞʱのگҽౕは、ຌ来گײյրΌる基ࠕ
ฦʀࣰࢬΏͨのஇのݡ直しなど、「学Ғϕϫήϧム」にܐる教員の
の֮化を図るものͲす。

؇理ӣӨ
ʤگदճʀگແҗҽճ等ʥ

基幹教員

ਕࡒ的

υΡϕϫϜʀϛϨεʖʤ̧̛ʥ

ΩϨΫϣϧϞʀϛϨεʖʤ̧̚ʥ

द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


ү՟ఖฦگ

基幹教員
以外の教員

द
ۂ
Ռ


द
ۂ
Ռ


学ҒϕϫήϧϞ

学ҒϕϫήϧϞຘにگҽをഓ置

ҽのॶૌ৭گ

ʴक要दۂ科ʵ
֦大学ʀ学෨等のDPͲ定Όͪ学Ғをखಚさͦ
るにͪΕ、֚学ҒのϪϗϩとにԢͣて
ୣす΄͘ྙをүするͪΌにචགྷなՌ܊

ܐ教員と学Ғϕϫήϧムの関ײخ
 組みͲ͍Ε、学Ͱくخ教員ౕは学Ғϕϫήϧムにଲするにײخ
෨ܗの学ҒϕϫήϧϞͫ͜Ͳはな͚、͏ΚΑるگگܗの学Ғϕϫήϧ
ϞにもઝものͲす。
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（4）指導補助者、授業期間、単位の計算方法について

審議まとめでは、教員だけでなく TA 等の指導補助者も授業に参画できるよう基準上明確化す

ることが提言されている。この見直しとともに、質保証の観点から当該指導補助者（教員を除く）

に対する研修を新たに義務付けることにより、TA 等の活用等による手厚い指導体制の確保など

一層の教育の質向上が期待される。なお、教職協働の促進の観点から、離れた位置に規定されて

いた SD・FD 関係の研修規定も集約した。

各授業科目の授業期間について、教育再生実行会議等における学事暦・修業年限の多様化の促

進の提言等を受け、審議まとめでは現行の 10 週又は 15 週を原則とする考え方を改めることと

され、大学の判断により多様な期間が設定できることなどが明確化された。

単位の計算方法等について、現行の単位制度（※ 1 単位 45 時間標準）は変わらないが、授業

方法別に算定方法の基準を定めた規定を廃止した（なお、国家資格取得に係る養成施設指定規則

等においては、実習等の時間について引き続き 30 時間から 45 時間までとする基準が置かれる

ことに留意）。

これらの改正を踏まえ、授業期間の見直しや授業科目の精選・大くくり化、講義と演習を組み

合わせた授業構成及び TA 等の活用による手厚い指導体制の確保、学生同士の意見交換の機会を

提供する双方向型の密度の濃い教育課程編成などの実施により、学修の実質化の促進が期待され

る。現行、「週 1 回授業＝ 2 単位」を基本とする授業科目を主軸とする大学が多いが、今回の改

正を機に、各大学において改めて学修の実質化に向けた教育課程のあり方を検討いただく契機と

なることを期待したい。

指導補助者について

現
行
制
度

指導補助者について
審議まとめにおいて、教員ͫ͜Ͳはなく、
Ｔ̘などもदۂにࢂժͲ͘るよう、大学અ
置خ६上に、これΔの教育ึঁंについて
示的に規定することなどが提ݶ。

大学は、कགྷदۂՌにͯ͏てはݬଉとして
のگदは०گदに、कགྷदۂՌҐの
दۂՌにͯ͏てはなる΄͚のگद、०گ
द、ࢥߪはঁگに୴さͦることのΊが規定。

改
正
案

当֚大学の学生その他の大学が定めるंにदۂをึঁさせることがͲ͘るࢭ などを֮的
に規定
➡TAなどのदۂへのࢂժが促進され、学生へのよりघいࢨରが֮ฯされることにより、
よりҲの教育の࣯上が期待

（दۂ科の୴当）
第二十条の二 [ྲྀ]
２ [ྲྀ]
３ 短期大学は、֦दۂ科について、当֚दۂ科を୴当する教員Ґの教員、学生その他の短期大学
が定めるं（ҐԾ「ࢨึঁं」という。）にึঁさせることがͲ͘、また、十分な教育ްՎを上͝る
ことがͲ͘るとめΔれるは、当֚दۂ科を୴当する教員のࢨܯժにخͰ͘、ࢨึঁंにद
。のҲ෨を分୴させることがͲ͘るۂ

短期大学設置基準
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一年間の授業期間について

各授業科目の授業期間について

改
正
案

࣯ฯৄの؏఼かΔ、दۂをึঁさせること等がͲ͘る当֚大学の学生その他大学が定めるं
について、研रをࣰࢬすることをたにٝ務͜。
また、教職協ಉの促進の؏఼かΔ、現行の大学અ置خ६上ͲはれたҒ置に規定されていた
SDʀFD関ܐの規定も集༁。

（組織的な研र等）
第二十二条の二 短期大学は、当֚短期大学の教育研究ಊ等のనかつްՎ的なӣӨを図るため、その
教員及び事務職員等に必要なஎࣟ及び技能をसಚさせ、ดびにその能力及び資࣯を上させるための研
र（次項に規定する研रに֚当するものを除く。）の機ճをઅ͜ることその他必要なख組を行うものと
する。

２ 短期大学は、学生にଲする教育のैࣰを図るため、当֚短期大学のदۂの಼༲及び方法の改વを図る
ための組織的な研र及び研究を行うものとする。

３ 短期大学は、ࢨึঁं（教員を除く。）にଲし、必要な研रを行うものとする。

短期大学設置基準

現
行
制
度

˗ى規定は、学ଉに͕͏てߨݳ規定をӀ用して͏る大学もଡ͚ݡण͜ΔれΉす。ࠕյのրਜ਼にΚͦて大学
としてのߡえ๏を࠸整理するとともに、学ଉրਜ਼のགྷ൳にͯ͏てݗ౾がචགྷとなることがߡえΔれΉす。
ˠͪͫし、ຌրਜ਼ޛに直ͬに学ଉրਜ਼をߨΚな͏Ͳ͍ͮても、๑ྫҩൕয়ସとなるものͲは͍ΕΉͦΞ。

定期ݩࢾ等の方法も多様化していることや、
1೧ؔのदۂ期ؔ（35ु）に定期ݩࢾが֕念
上含まれることはΔか。

Ҳ೧ؔのदۂ期ؔは、定期ݩࢾ等の期ؔ
をΌ、ࢀॉुޔにΚͪることをݬଉとし
て͏る。

改
正
案
現行の「定期ݩࢾ等の期ؔを含め」との規定を削除

（Ҳ೧ؔのदۂ期ؔ）
第ൂ条 Ҳ೧ؔのदۂを行う期ؔは、ࢀ十ुޔにΚたることをݬଉとする。

短期大学設置基準

現
行
制
度

教育再生ࣰ行ճ議等の提ݶにおいて、ࠅ
上や、多様化を通じた教育研究力のࡏ
な学びのࣰ現の؏఼かΔ、学事ྻʀरۂ
೧ݸの多様化ʀौೊ化の促進が提ݶ。

֦大学は、ݬଉとして10ुは15ुをदۂ期ؔとす
ることとされ、ͪͫし、گүචགྷが͍Ε、͖ͯ、ॉ
なگүްՎが͍͝ることがͲ͘るとΌΔれる、
10ुは15ुҐのदۂ期ؔを定ΌることもՆ。

ˠ͏ΚΑる̒学期として、8ुఖౕの期ؔを定Όる大学もଚࡑ。

改
正
案

दۂ期ؔを10ु又は15ुをݬଉとするとのߡえ方を改め、大学のஇにより多様な期ؔ（̖
ु、10ु、15ुを例示）がઅ定Ͳ͘ること等を֮化

（֦दۂ科のदۂ期ؔ）
第九条 ֦दۂ科のदۂは、十分な教育ްՎを上͝ることがͲ͘るよう、ൂु、十ु、十ुޔその他の
短期大学が定めるనな期ؔをୱҒとして行うものとする。

短期大学設置基準
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（参考）授業科目と単位について

単位の計算方法について

ʤߡࢂʥदۂՌͳୱҒについて
現ࡑ、多くの大学Ͳ見Δれる「ु̏յदۂʻ２ୱҒ」をخຌとするखѽいは行上のものͲ
͍り、दۂ期ؔやୱҒ਼の見直しなどにより、दۂ科をஆ力的にࣰࢬすることもՆ能。

݆ Ւ ਭ  ۜ

̏ žŘƃŗŲƇ
࢛࣑

̐ ๑ಝࡏࠅ
 ŷŠƃࡃܨ学 ஏҮڂݜ

̑ ŠƆƃŘŲƆƁऀ
ճ

źūƆŐřชԿ


̒ Յࢂࢤ


ܐؖࡏࠅ


࣑ࡏࠅ
学

̓ ླྀިࡏࠅ


̏ुؔのׄؔ࣎ϟʖζʤ10Ռསरのʥ ̏ुؔのׄؔ࣎ϟʖζʤ̒Ռསरのʥ
݆ Ւ ਭ  ۜ

̏
ŠƆƃŘŲƆƁऀ
ճ(ߪ
ٝ)

ஏҮڂݜ
(ԍस)

̐
ŠƆƃŘŲƆƁऀ
ճ(ߪ
ٝ)

ŷŠƃࡃܨ学
(ٝߪ)

̑ ஏҮڂݜ
(ԍस)

ŷŠƃࡃܨ学
(ٝߪ)

ŠƆƃŘŲƆƁऀ
ճ(ԍ
स)

̒ ࣑ࡏࠅ
学(ٝߪ)

̓ ࣑ࡏࠅ
学(ٝߪ)

࣑ࡏࠅ
学(ԍस)

ʤߡࢂʥ
˕ ಋ࣎にསरするदۂՌがգଡͲ͍ることにΓΕ、学ਫ਼がद಼ۂの学रにॄ中Ͳ͘な͜れͻ、ʰଖۂ定ʀ学Ғद༫の๏
ਓʱに定ΌΔれͪ学रඬをຮͪすことがࠖೋとなる。…学生がಋ࣎にསरするदۂ科਼についても、大にߞりࠒみを進め
ていくことが求めΔれる。ͨのͪΌ、…学事ྻのौೊなӣ用によるदۂ科のु਼յࣰࢬに͜たݗ౾にٺにघして͏͚
ことがٽΌΔれる。ʤʰگ学Ϝϋζϟϱφࢨਓʱʤྫ̐೧݆̏22ೖ中ԟگү৻٠ճ大学ՌճʥP18ʥ

˗दۂ期ؔの設定Ώदۂ期ؔに͕͜るदۂՌ਼にͯ͏て、ࠕյのրਜ਼をؽに大学としてのߡえ๏を࠸整
理し、චགྷにԢͣてݡ直しをݗ౾͏͚ͪͫことも॑གྷとߡえΔれΉすのͲ、学಼Ͳのۅ的な͟٠を͕
。しΉす͏ب

現
行
制
度

ୱҒࢋܯ๏๑について
दۂ方法の多様化が進中Ͳ、दۂ方法によͮて
ୱҒのࢋܯ方法を定めることは、必ͥしも理的
とはݶえͥ、ࡏࠅ的にも類例が見当たΔない。

̏ୱҒのदۂՌを45ؔ࣎の学रをචགྷとする಼༲
をもͮてߑすることをඬ準としͪͲ、दۂの๏๑に
ԢͣてୱҒ਼のࢋܯ๏๑の基準を定Όて͏る。

˕ҲୱҒにචགྷなद਼ؔ࣎ۂ
ԍस;ٶٝߪ ˢ ؔ࣎ʛ30ؔ࣎15
ࣰٗ;ٶसࣰ、ݩࣰ ˢ ؔ࣎ʛ45ؔ࣎30

改
正
案

̏ୱҒに必要なद਼ؔ࣎ۂについて、दۂ方法พにخ६を定めた規定をഉࢯ
ˠୱҒౕࣙରはรߍなしʤ̏ୱҒʻदۂ学रもΌͪ45ؔ࣎の学रをඬ準とすることはң࣍ʥ
ˠࠅՊ資֪खಚにܐるࢬ設ࢨ定規ଉ等Ͳはพの規が置͖れಚることにқがචགྷ

➡様ʓなदۂ方法をौೊに組みΚせたदۂ科のઅ定もՆ能に

˗ى規定は、学ଉに͕͏てߨݳ規定をӀ用して͏る大学もଡ͚ݡण͜ΔれΉす。ࠕյのրਜ਼にΚͦて大学
としてのߡえ๏を࠸整理するとともに、学ଉրਜ਼のགྷ൳にͯ͏てݗ౾がචགྷとなることがߡえΔれΉす。
ˠͪͫし、ຌրਜ਼ޛに直ͬに学ଉրਜ਼をߨΚな͏Ͳ͍ͮても、๑ྫҩൕয়ସとなるものͲは͍ΕΉͦΞ。

（ୱҒ）
第二十Ҳ条 [ྲྀ]
２ 項のୱҒ਼を定めるに当たつては、ҲୱҒのदۂ科を࢝十ؔ࣎ޔの学रを必要とする಼༲をもつ
てߑすることをඬ६とし、第十Ҳ条第Ҳ項に規定するदۂの方法に応じ、当֚दۂによる教育ްՎ、द
࣎まͲのҕͲ短期大学が定めるؔ࣎ޔ十࢝かΔؔ࣎ޔして、おお十ྂߡに必要な学र等をؔ࣎ۂ
ؔのदۂをもつてҲୱҒとしてୱҒ਼をࢋܯするものとする。たͫし、ܵ術等の分にお͜るݺਕࢨに
よるࣰ技のदۂについては、短期大学が定めるؔ࣎のदۂをもつてҲୱҒとすることがͲ͘る。
３ [ྲྀ]

短期大学設置基準
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（5）卒業要件の明確化について

短期大学設置基準において 2 年（3 年）以上在学すること等が卒業要件として規定されているが、

修業年限は「おおむね 2 年（3 年）」の期間を指し、厳密に 2 年間（3 年間）の在籍を求めるも

のではないことを明確化する観点から、現行の「大学に 2 年（3 年）以上在学し」の規定の削除

等の改正を行った。このことにより、例えば、9 月入学した学生が、学期の区分に従い、7 月に

短期大学を卒業し、海外の大学へ編入学するといったことが法令上明確に行えるようになる（な

お、修業年限は学校教育法に規定され、同法の改正は行わないので「2 年（3 年）」という考え方

は引き続き基本となる）。

卒業要件の明確化について

現
行
制
度

審議まとめにおいて、रۂ೧ݸは̒೧
大学の、ʲおお̒೧ʳの期ؔを
するࡑに̒೧ؔືݭ、すものͲ͍りࢨ
ことを求めるものͲはないことを֮化
することが提ݶ。

短期大学のଖۂのགྷ݇にͯ͏ては、ʰ短期大学に
̐೧ʤ̑೧ʥҐࡑ学ʱするरۂ೧ݸにܐるགྷ݇と
ʰ62ୱҒʤ93ୱҒʥҐをरಚするʱ等のୱҒྖ
にܐるགྷ݇が規定。

改
正
案

現行の「短期大学に二೧（ࢀ೧）Ґ上ࡑ学し」の規定を削除するなどの改正を行う
ˠरۂ೧ݸはືݭに�೧ʤ�೧ʥؔ ΌるものͲはな͏ことにͯ͏ては、௪எͲも֮Կٽすることをࡑ
ˠ学گߏү๑108ড়のʰरۂ೧ݸを್೧はࢀ೧とする。ʱとの規定はրਜ਼なし。

➡例えͻ、̒೧大学の、̗݆学をした学生が、学期のۢ分にॊい݆̔に大学をଖۂ
し、γϜースέールにࢂ加ޛに、ಋ೧̗݆にքの大学Ӆに進学することなどもմए上の
ٛٝなくՆ能に
ˠ学期のۢは、学ଉのߴࣆࡎىʤ学گߏү๑ߨࢬ規ଉ̒ড়1ߺ1ߴʥ

˗ى規定は、学ଉに͕͏てߨݳ規定をӀ用して͏る大学もଡ͚ݡण͜ΔれΉす。ࠕյのրਜ਼にΚͦて大学
としてのߡえ๏を࠸整理するとともに、学ଉրਜ਼のགྷ൳にͯ͏てݗ౾がචགྷとなることがߡえΔれΉす。
ˠͪͫし、ຌրਜ਼ޛに直ͬに学ଉրਜ਼をߨΚな͏Ͳ͍ͮても、๑ྫҩൕয়ସとなるものͲは͍ΕΉͦΞ。

（ଖۂの要݇）
第十ൂ条 ଖۂの要݇は、रۂ೧ݸが二೧の短期大学においては十二ୱҒҐ上を、रۂ೧ݸがࢀ೧の短
期大学においては九十ࢀୱҒҐ上をरಚすることのほか、
当֚短期大学が定めることとする。

２ʛ̔ [ྲྀ]

短期大学設置基準
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（6）校地、校舎等の施設及び設備について

施設・設備について、審議まとめにおいては、通学制の短期大学は、キャンパスを通じて学生

同士や学生と教職員の間の人的な交流が行われることを想定したものであることや、学修者のた

めの最低限の学修環境を整える基準であることにも留意しつつ、近年の状況の変化や新たな制度

の創設等に対応した見直しの必要が指摘されている。

このことから、校地・空地については教員と学生、学生同士の交流の場としての役割について

明確化するとともに、運動場・体育館等のスポーツ施設、講堂、課外活動施設等の厚生補導施設

については必要に応じ設ける施設として一般化する改正を行った。また、各短期大学の施設設備

についても、教育研究上の機能として必要な教室、研究室等は列記しつつ、組織及び規模に応じ、

教育研究に支障のないよう、必要な施設を備えた校舎を有するものと改正し、図書、図書館等の

規定についても電子化や IT 化を踏まえた規定に再整理した。

校地、校舎等の施設及び設備について

現
行
制
度

અඍについて;ٶઅࢬࣹߏஏɼߏ
審議まとめにおいて、ۯஏは、教員と学生、
学生ಋ࢞のިླྀのとして再整理することと
され、ӣಊ等は֦大学のࣰ情や必要に応
じて整備を行う΄͘ࢬઅとすることとされた。

ଋͨのଠに利用するのにనٵのීஏには、学ਫ਼がࣹߏ
なۯஏを༙するものとされて͏るΆ͖、ݬଉとしてߏ
ࣹとಋҲのීஏ಼はͨのྣ接ஏに、ӣಊを設͜るも
のとされ、ରү館もݬଉච置とされて͏る。

改
正
案

• のިླྀのとしてのༀׄについても֮࢞について、教員と学生、学生ಋ（ஏۯ）ஏߏ
化

• ӣಊʀର育館等のスϛーςࢬઅ、ߪಌ、ࣹॕرʀ՟ಊࢬઅ等の生ึࢬઅにつ
いて、必要に応じઅ͜るࢬઅとしてҲൢ化

（ஏߏ）
第二十ࣥ条 ஏは、学生ؔのިླྀ及び学生と教員等とのؔのިླྀが十分に行えるなどの教育にさΚしߏ
い環境をもͬ、ࣹߏのීஏには、学生がިླྀ、ٵଋその他に利用するのにన当なۯஏを༙するものとす
る。

２ʀ３ [ྲྀ]
（ӣಊ等）

第二十ࣥ条の二 短期大学は、学生にଲする教育又は生ึを行う上Ͳ必要に応じ、ӣಊ、ର育館そ
の他のスϛーςࢬઅ、ߪಌ及びࣹॕر、՟ಊࢬઅその他の生ึࢬઅをઅ͜るものとする。

短期大学設置基準
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現
行
制
度

֦大学のࢬઅઅ備は、ڈཔとҡなり的
な機能を༙するܙͲ整備されることもଁえ
る中、審議まとめにおいて、ࣹߏ等ࢬઅは
多的な使用も想定し、機能にしたҲ
ൢ的な規定として見直すこととされた。

室のΆ͖、学ௗ室、ճ٠ڂݜ;ٶ室گ、にはࣹߏ
室ͨのଠの用のࢬ設を備えることとされて͏るΆ
͖、なる΄͚ๅॴ理ޢ;ٶ学の学सのͪΌのࢬ設
を備えることなどとされて͏る。

改
正
案

ʀ教育研究上の機能として必要となる教室、研究室等はىしつつ、大学は、その組織及び
規模に応じ、教育研究に্ࢩのないよう、必要なࢬઅを備えたࣹߏを༙するものとするこ
とを規定

ʀ研究室の整備はײخ教員に加え、現行のदۂを୴当しない専教員もଲে

（ࣹߏ）
第二十ൂ条 のないよう、教室、研究室、図্ࢩには、短期大学の組織及び規模に応じ、教育研究にࣹߏ
書館、ҫ務室、事務室その他必要なࢬઅを備えたࣹߏを༙するものとする。

２ 教室は、学科の種類及び学生਼に応じ、ٝߪ、ԍस、ࣰݩ、ࣰस又はࣰ技を行うのに必要な種類と਼
を備えるものとする。

３ 研究室は、ײخ教員及び専Δ当֚大学の教育研究にॊ事する教員にଲしては必ͥ備えるものとする。
̒ [ྲྀ]

短期大学設置基準

現
行
制
度

審議まとめにおいて、「「図書」や「雑誌」等の表
現については「教育研究に必要な資源」とするなど
電子化やＩＴ化を踏まえた規定に再整理する」こと
とされた。

大学は、図書、学術雑誌等の資料を図書館を中心に系
統的に備えるものとされ、図書館には閲覧室、整理室等
を備えるものとされるなど、利用者が直接来館すること
を前提として規定。

改
正
案

図書館を中心に系統的に整備する資料の例示として、電子ジャーナル等を念頭に「電磁的方
法により提供される学術情報」を加えるほか、図書館に閲覧室、整理室等を備えることを求
める規定を削除するなどの改正を行う
➡紙の図書のみを想定したような規定は見直し、電子ジャーナル等を含めた教育研究上必要
な多様な資料の整備促進等が期待

（教育研究上必要な資料及び図書館）
第二十九条 短期大学は、教育研究を促進するため、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、電磁的
方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）により提供され
る学術情報その他の教育研究上必要な資料（次項において「教育研究上必要な資料」という。）を、図書館
を中心に系統的に整備し、学生、教員及び事務職員等へ提供するものとする。

２ 図書館は、教育研究上必要な資料の収集、整理を行うほか、その提供に当たつて必要な情報の処理及び
提供のシステムの整備その他の教育研究上の資料の利用を促進するために必要な環境の整備に努めるととも
に、教育研究上必要な資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等との協力に努めるものとする。

３ 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専属の教員又は事務職員等
の職員を置くものとする。

短期大学設置基準
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（7）教育課程等に係る特例制度について

短期大学設置基準は最低基準として全ての短期大学が運用上順守する法令であるが、審議まと

めにおいて、「大学の創意工夫に基づく取組を促進し、今後の大学設置基準の改善につなげるため、

内部質保証等の体制が十分機能していることを前提に、教育課程等に係る特例を認める制度を創

設する」ことが提言されており、教育課程等に係る特例対象規定の一部又は全部によらないこと

ができる特例制度を創設する改正を行った。このことにより、基準によらない短期大学の創意工

夫ある先導的な取組の促進と、その効果検証を踏まえ、今後の短期大学設置基準の改善等につな

がることが期待される。

なお、本特例制度は、自ら申請した「学部等」や「特例対象規定」、「認定期間」の範囲内で取

組が可能となるものであり、在学生や入学希望者等に対する配慮の観点から当該先導的な取組に

かかる内容を学則等に定め、公表することや、自ら申請した教育効果の検証に係る計画に基づく

検証活動を行うことが求められる。

（8）経過措置について

本改正は、令和 6 年度開設予定の設置認可申請の審査において、改正後の規定の適用を可能と

するよう令和 4 年 10 月 1 日に施行されるが、既設の短期大学における激変緩和策として附則で

経過措置等を設けている。例えば、現に設置されている短期大学について、「基幹教員」「校舎」「研

究室」の規定の適用は、従前の例によることができることとし、短期大学での規定等の準備が整っ

てからの適用とを可能としている。令和 5 年度開設の審査については旧規定の適用を行う。令和

6 年度開設の設置認可申請等については、短期大学の選択により、旧規定・新規定いずれも適用

可能とし、来年度申請する令和 7 年度開設の設置認可審査等から改正後の規定が一律適用される

こととなる。このように学科改組等について、令和 7 年度以降の開設を想定する場合、施行後約

1 年以上の猶予期間が設けられている。なお、改組は一部の学科などで行っても短期大学全体に

規定が適用されるため、全学的な確認・準備に留意いただきたい。

経過措置（附則）について

ʀָՌճͲࣀʀਅ͗ಚΔΗͪɼଐΏ͖にޮාʀߨࢬΝ͑ߨ༩ఈͲͤɽͨɼྫ
̔೧ౕઅ༩ఈઅՆਅ੧৻ࠬに͕いてɼրਜ਼ޛوఈన༽͗Նͳ͵ΖΓ͑ɼߨࢬೖ
ͺྫ̒೧݆̏̎̏ೖΝఈ͢ていΉͤɽ

ʀଠ๏Ͳɼָઅخ६րਜ਼にΓΕعઅָに͕いてɼܻٺ͵ӪڻΝण͜Ζ͞ͳ͗͵いΓ͑ɼ
ଉに͕いてҐԾܨգીΝͣߪΖ༩ఈͲͤɽ
 、の規定のన用については「研究室」「ࣹߏ」「教員ײخ」に設置されて͏る大学等にଲするݳ

ॊの例によることがͲ͘ること。ʤಝに期ݸは͍りませΞ。ʥ
 るड़ܐ行ೖのઅ置等にࢬにઅ置Ն審ࠬをण͜ているਅ੧（ྫ̓೧ౕઅ等）Ώ࣎行ࢬ

については、ࢬ行の規定をన用すること。
 ྫ̔೧ౕに行おうとするઅ置等のՆのਅ੧にܐる審ࠬΏྫ̓೧ౕʀྫ̔೧ౕに行おう

とするઅ置等のड़にͯ͏ては、大学等のમにより、ࢬ行の規定をన用することもࢬ行ޛ
の改正規定をన用することもՆ能Ͳ͍ること。

 ྫ̕೧ౕに行おうとするઅ置等のՆਅ੧やड़にͯ͏ては、ࢬ行ޛの改正規定をన用する
こと。ʤͪͫし、改組はҲ෨の組織（学෨ʀ学科等）Ͳ͍ͮても、大学સରに規定がన用され
るͪΌ、րૌにͪͮてはࣆ前にસ学的な֮ʀ६備が必要となΕΉす。ʥ
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令和 4 年度大学設置基準等の改正に係るＱ＆Ａ

出典：文部科学省ホームページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00154.html

■教育研究実施組織等関係

Ｑ１．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

教員と事務職員等の関係や組織の機能を一体的に規定することで、教員と事務職員等相互の協働を

前提とした役割分担や、組織的な連携体制の確保等による、教育研究活動から厚生補導までを含めた

教職協働の実質化が促進され、教育研究活動のより一層の質の向上を期待するものです。

Ｑ２．新たに「教育研究実施組織」が定められたことに伴い、既存の教員組織や事務組織を再編し、

これに対応する組織を設ける必要があるのでしょうか。また、全ての学部等の組織に、必ず事務職員

を配置することが必要となるのでしょうか。

今回の改正は、教員と事務職員等の関係等を一体的に規定することで、教職協働の実質化が促進さ

れることを期待するものですが、従前の教員組織等が果たしてきた役割や必要性は変わらず、教員や

事務職員等の役割や連携等について、学内の規程等に明記すること等により、引き続き担保されるこ

とが求められます。また、必ずしも今回新たに規定した「教育研究実施組織」に対応する新たな組織

を設けたり、新たに人員を配置したりすることを求めるものではありません。

Ｑ３．今回、「教員組織」との文言が削除されてしまいますが、教授会を含む教員組織が存在しなくて

もよいということになるのでしょうか。

今回の改正により、教職協働の実質化の促進を期待し、教員と事務職員等の関係等を一体的に規定

することなどとしましたが、従前の教員組織等の趣旨には変更があるものではなく、その役割や必要

性も従来どおりです。なお、教授会については、学校教育法の規定により必置とされていますが、同

法について、今回改正を行うものではありません。

Ｑ４．改正後の大学設置基準第 7 条第 3 項等の「専属の教員又は事務職員等」とは、どのような意味

ですか。また、これらの人員の配置に係る必要最低数等の基準はありますか。

「専属の教員又は事務職員等」とは、従前の「専任の職員」との規定を、Ｑ 1 に示した趣旨を踏まえ

て改めたものであり、学生の厚生補導や大学運営に必要な業務を担う者を適切に配置するとの規定の

趣旨は従前と変わりません。また、「専属の教員又は事務職員等」の配置に係る基準等はありません。

なお、ここでいう「専属の教員」は、当然に教育研究に携わるものです。

Ｑ５．「事務職員等」との規定には、「技術職員」も含まれるのでしょうか。

「事務職員等」とは、「大学設置基準等の一部を改正する省令の公布について（通知）」（平成 29 年 3

月 31 日付け 28 文科高第 1248 号文部科学省高等教育局長通知）に示しているとおり、技術職員のほか、
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図書館に置かれる専門的職員など、大学に置かれる様々な職員が含まれるものと解されています。

※【Ｑ６. については文部科学省の HP に掲載されておりません。】

■基幹教員関係

Ｑ７．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学教育の基本的な単位である学位プログラムの編成、実施や改善等を担う教員の責任性の明確化

を図るとともに、教員が十分に養成されていない成長分野等において、民間企業からの実務家教員の

登用や、複数大学等でのクロスアポイントメント等による人材確保を特に期待するものです。

Ｑ８．基幹教員制度の導入により、大学教員の人員削減が行われるおそれが高いのではないでしょうか。

基幹教員制度については、人員削減を意図したものではなく、教員が十分に養成されていない成長

分野等において、民間企業からの実務家教員の登用や、複数大学等でのクロスアポイントメント等に

よる人材確保を期待して導入するものです。なお、基幹教員に関する情報は、各大学において公表す

ることとなります。

Ｑ９．「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員」とは、どのような意味ですか。

各大学等が設置する教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、

学位の授与等についての審議を行う会議に、構成員として直接的かつ実質的に参画する教員です。

Ｑ 10．教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等についての審議を行う会議

の構成員とならなくても、当該会議の議事に意見を述べる体制が整えられていれば、「教育課程の編成

に責任を担う」者とすることはできるのでしょうか。

「教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う」との要件については、各大学等が設置す

る教授会や教務委員会等の、教育課程の編成や学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等につ

いての審議を行う会議に、構成員として直接的かつ実質的に参画することが求められるものであり、

単に当該会議の議事に意見を述べる体制が整えられるのみでは不十分です。

これに関連して、基幹教員の要件を形式的に充足することのみを目的として、教育課程の編成等に

ついての審議を行う会議への参画実態がないにもかかわらず、形式的に当該会議の構成員に加えたり、

当該審議に実質上は関与しない会議を設けたりする場合には、基幹教員の要件を満たすことにはなり

ません。

Ｑ 11．「専ら当該大学の教育研究に従事する者」とは、どのような意味ですか。

一の大学でフルタイム雇用されている者（事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフル

タイム労働者（当該フルタイム労働者と 1 週間の所定労働時間が同じ有期雇用労働者を含む。））であっ

て、月額報酬 20 万円以上かつ当該大学以外の業務の従事日数が週 3 日未満であること等を満たす者を

想定しています。
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なお、当該要件については、学部等の単位ではなく、大学等の単位で適用する必要があり、例えば、

同一の大学等において、一の学部等で「専ら当該大学の教育研究に従事する」基幹教員として取り扱

う場合、他の学部等で同様に当該学部等における必要最低教員数に算入可能な基幹教員として取り扱

うことは認められません。

Ｑ 12．ある学部の教育課程に位置付けられ、これとは別の他の学部にも共通して開講されている教養

科目等も、「8 単位以上の…授業科目」に算入してもよいのでしょうか。

複数の学部等で共通して開講されている授業科目であっても、これを履修した学生に授与される単

位が各学部等の教育課程の修了に関する単位として位置付けられている場合には、当該授業科目の単

位数をここでいう「8 単位以上」の内数に算入することは可能です。ただし、当該授業科目を「8 単位

以上」に算入できるのは、いずれか 1 つの学部等に限られます。

また、複数の学部等で共通して開講されている授業科目で、各学部等で授業科目の名称や位置付け

が異なっていたとしても、同一の教員により同一の内容及び開講時間で実施される授業であれば、「8

単位以上」に算入できるのは、いずれか 1 つの学部等に限られます。

Ｑ 13．ある学部において開講されている授業科目「A」について、同一の授業科目を別の学部では授

業科目「B」として取り扱っている。この場合、いずれの学部においても、当該科目を「8 単位以上の

授業科目」に参入してもよいのでしょうか。

認められません。複数の学部等で共通して開講されている授業科目で、各学部等で授業科目の名称

や位置付けが異なっていたとしても、同一の教員により、同一の内容及び開講時間で実施される授業

であれば、「8 単位以上」に算入できるのはいずれか 1 つの学部等に限られます。

Ｑ 14．オムニバス科目の一部を担当する教員について、単位数はどのように計算すればよいのでしょ

うか。

複数の教員が分担するオムニバス方式による場合や複数の教員が共同で担当する場合は、当該授業

科目の授業における担当の割合を乗じることになります。例えば、2 単位・全 15 回の授業において、

3 名の教員が 5 回ずつ授業を行う場合、1 名の教員当たりの単位数は 0.7 単位（小数第二位を四捨五入）

となります。

Ｑ 15．「主要授業科目」とは、どのようなものですか。

「主要授業科目」とは、学生に学位を取得させるに当たり、当該学位のレベルと分野に応じて達成す

べき能力を育成するために必要な科目群であり、各授業科目のうちいずれが主要授業科目に当たるか

は、当該授業科目と 3 つのポリシーとの関係等を踏まえ、各大学等で判断するものです。なお、当該

判断に当たっては、大学設置基準上、授業科目は必修科目、選択科目及び自由科目に分けて教育課程

を編成することとされていることも踏まえ、各教育課程上のこれらの区分別の科目の位置付けも勘案

いただくことが必要です。
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Ｑ 16．例えば、ある年度における 4 学期のうち、1 学期中に 1 科目でも主要授業科目を担当すれば、

当該教員は、その年度を通じ、基幹教員の要件にいう「主要授業科目を担当」を満たしていると考え

てよいでしょうか。

お見込みのとおりです。基幹教員の要件の確認に当たり、主要授業科目については、各大学等にお

いて年度を単位として担当の有無を確認する必要がありますが、単位数に係る要件は特段定めていな

いほか、当該科目を、当該年度を通じて担当することを求めるものではありません。

Ｑ 17．「主要授業科目」という科目区分については、対外的にも明らかにすることが必要でしょうか。

いずれの授業科目が主要授業科目に当たるかについては、基幹教員の要件にも関わるものであり、

基幹教員を含む教員全体に係る情報の公表は法令上も求められていることから、シラバス等、学内外

から確認できるような形で明記・公表することが望ましいものです。

Ｑ 18．複数の大学等において基幹教員となる場合に、大学間におけるエフォート（従事比率）に係る

要件はありますか。

複数の大学等において基幹教員となろうとする場合、エフォートに係る要件が別途設けられている

わけではありませんので、基幹教員の要件を満たせば、基幹教員となることができます。

これに関連して、同一の者が基幹教員として従事できる大学等の数に、一律の制限を設けてはいま

せんが、適切な教育研究活動等が行われるよう、エフォートを含む労務管理等には十分留意すること

が必要です。大学は、特に、他大学における教育課程の編成等への参画の状況や、担当授業科目の状

況に係る情報は得ておくことが望ましいものです。

Ｑ 19．基幹教員制度の導入に当たり、クロスアポイントメント制度の活用を検討していますが、留意

すべき事項等はありますか。

複数の大学等において基幹教員となる場合、兼業やクロスアポイントメントの形によることが想定

されます。基幹教員の処遇等については、各大学等における判断によることとなりますが、必要に応じ、

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」（令和 4 年 7 月 8 日改訂 厚生労働省）や「クロスアポイン

トメント制度の基本的枠組と留意点【追補版】」（令和 2 年 6 月 26 日 経済産業省・文部科学省）等を

参考としてください。

Ｑ 20．クロスアポイントメント制度以外の制度（雇用契約を必須としない制度）により、他大学の教

員が当該大学の基幹教員となることはできるのでしょうか。

一般に、大学との間で雇用契約を交わしていない者については授業担当教員となることはできず、

したがって、このような者が基幹教員となることはできません。

Ｑ 21．いわゆる任期付教員や、非常勤講師についても、基幹教員となることはできますか。また、基

幹教員の待遇は、各基幹教員間で同等のものとする必要はありますか。

いわゆる任期付教員や、非常勤講師についても、要件を満たすのであれば、基幹教員となることは

可能です。また、基幹教員の待遇の決定については、各大学等における判断となります。なお、必ず

しも全ての基幹教員が同一の労働条件、職務内容となるものではないと認識しています。
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Ｑ 22．教育課程の編成等に責任を担っているが、授業を全く担当していない教員は、基幹教員となる

ことはできないのでしょうか。当該教員が、学長・副学長や学部長等の職にある場合も同様でしょうか。

授業を全く担当していない教員は、基幹教員となることはできません。なお、学長・副学長や学部

長等であっても、授業を全く担当していない場合には、基幹教員となることはできません。

Ｑ 23．教育課程の編成等に責任を担っているが、年間 8 単位以上の授業科目を担当していない教員は、

基幹教員となることができないのでしょうか。

当該教員が「専ら当該大学の教育研究に従事する者」に当たる場合、年間 8 単位以上の授業科目を

担当していなくても、主要授業科目を担当（その単位数は問われません）していれば、基幹教員とな

ることは可能です。

Ｑ 24．要件を満たす教員については、一律に基幹教員として取り扱わなければならないのでしょうか。

あるいは、基幹教員にとして取り扱うかどうかは、大学が独自に判断できるのでしょうか。

基幹教員の要件を満たす教員は、一律に基幹教員として取り扱うことになります。なお、このことは、

教授、准教授、助教及び講師の別に応じて差異があるものではなく、要件を満たす者については、必

要最低教員数に含まれるか否かを問わず、基幹教員として取り扱う必要があるものです。

Ｑ 25．ある基幹教員が、サバティカル等の取得に伴い、基幹教員の要件を満たさなくなった場合、当

該教員は基幹教員からは外れることになるのでしょうか。

サバティカル等の取得による場合も含め、教育課程の編成等に責任を担う立場を離れたり、授業科

目の担当を外れたりするなどして、基幹教員が所定の要件を充足しなくなった場合、当該教員は、基

幹教員から外れることになります。また、この教員が基幹教員ではなくなることに伴い、必要最低教

員数に不足が生じるのであれば、速やかに不足分を補充する必要があります。

Ｑ 26．大学院に所属のある教員が、同一の大学の学部の教育課程の編成等に責任を担っており、当該

学部の主要授業科目のみを担当している場合、当該教員が基幹教員となることはできますか。

大学院は大学に置かれるものであることから、広義の「大学」に専ら従事していると解して、「専ら

当該大学の教育研究に従事する」基幹教員となることができます。

Ｑ 27．同一大学における 2 つの学部で教育課程の編成等に責任を担っており、それぞれで主要授業科

目を担当するとともに、年間 8 単位以上の授業科目を担当している教員について、一方の学部で「専

ら当該大学の教育研究に従事する者」として必要最低教員数に算入する場合、もう一方の学部でも、

基幹教員として必要最低教員数に算入することは可能でしょうか。

ある学部で「専ら当該大学の教育研究に従事する者」として必要最低教員数に算入する場合、別の

学部で、重複して基幹教員として必要最低教員数に算入することはできません。

なお、当該教員を、複数の学部で基幹教員として重複して必要最低教員数に算入するには、いずれ

の学部でも、「専ら当該大学の教育研究に従事する者」以外の者として、必要最低教員数の 4 分の 1 ま

での範囲内で計上することになります。

これに関連して、各大学等の必要最低教員数の算出に当たり、同一の基幹教員を、当該大学に置く
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学部等の種類及び規模に応じ別表に定める基幹教員の数と、大学全体の収容定員に応じ別表に定める

基幹教員の数とに、重複して算入することは認められません

Ｑ 28．ある学部において「専ら当該大学の教育研究に従事する教員」のみで必要基幹教員数を満たす

ことができる場合にも、「専ら当該大学の教育研究に従事する教員以外の基幹教員」を置くことは可能

でしょうか。

必要最低教員数を上回る数の基幹教員を置くことは、妨げられません。

Ｑ 29．基幹教員に係る情報公表について、どのように行うことが求められるのでしょうか。

学校教育法施行規則第 172 条の 2 の規定に基づき、各大学等においては、教員に係る情報について

も公表することとされており、今回の改正後の基幹教員の規定を適用した場合には、例えば、基幹教

員の数、各基幹教員が有する学位、教育研究等の業績、教育課程の編成その他の学部の運営への参画

の状況、主要授業科目の担当の有無や単位数といった担当授業科目に係る状況について、各大学等に

おいて、遅滞なく、適切に公表する必要があります。また、基幹教員以外の教員に係る情報公表につ

いても、引き続き適切に行うことが必要です。

Ｑ 30．基幹教員は、専ら当該大学の教育研究に従事する基幹教員と、それ以外の基幹教員とに区分さ

れますが、こういった区分についても情報公表の対象になりますか。

必要最低教員数が適切に算出されていることを担保する観点から、各大学等において、専ら当該大

学の教育研究に従事する基幹教員と、それ以外の基幹教員の別について把握しておく必要があります。

各大学等での基幹教員数の公表に当たっては、これらの別に係る内訳も公表する必要があります。なお、

個々の教員がいずれに当たるかまで、公表することを求めるものではありません。

Ｑ 31．各基幹教員が、当該大学に置く学部等の種類及び規模に応じ別表に定める基幹教員として必要

最低教員数に算入されているか、あるいは大学全体の収容定員に応じ別表に定める基幹教員として必

要最低教員数に算入されているかについても、公表する必要があるでしょうか。

各基幹教員が、いずれの別表に定める基幹教員として必要最低教員数に算入されているかについて

まで、公表することを求めるものではありません。

Ｑ 32．複数の大学等において基幹教員となる教員について、勤務している大学・機関等の名称を全て

公表しなければならないのでしょうか。

複数の大学等において基幹教員となる教員の勤務先については、把握している限りにおいて、公表

することが望ましいものです。

Ｑ 33．大学等の一部の学部等に限り、基幹教員の規定を適用することは可能でしょうか。

今回の改正において、現に設置されている大学等に対する基幹教員の規定の適用については、従前

の例によることができることとしていますが、基幹教員の規定を適用する場合には、大学等の一部の

学部等に限ってこれを行うことは認められず、必ず、大学等の全部の学部等において一斉に当該規定

を適用する必要があります。
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Ｑ 34．基幹教員の規定を適用していない大学の専任教員が、基幹教員の規定を適用する別の大学にお

いて基幹教員となることはできるのでしょうか。

当該専任教員についても、要件を満たせば、基幹教員の規定を適用する別の大学において、基幹教

員となることは可能です。なお、この場合には「専ら当該大学の教育研究に従事する者」として基幹

教員となることはできませんので、留意が必要です。

Ｑ 35．既設の大学等については、いずれのタイミングで基幹教員の規定を適用することになるのでしょ

うか。

今回の改正では、現に設置されている大学等に対する基幹教員の規定の適用については、従前の例

によることができることとしており、このことに特に期限はありません。

■指導補助者関係

Ｑ 36．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学等の学生その他の大学等が定める者に授業を補助させることができる旨などを確認的に規定す

ることで、いわゆる TA（ティーチング・アシスタント）等の指導補助者の授業への参画を促進し、学

生へのより手厚い指導体制を確保することを通じ、大学教育等のより一層の質の向上を期待するもの

です。

Ｑ 37．指導補助者に授業の一部を分担させることができるとされていますが、「一部」とはどの範囲

でしょうか。

「授業の一部」とは、一の授業科目において行われる各回の授業の一部を分担するのみならず、1 回

の授業の全部を担当することも許容され得るものです。ただし、授業担当教員の指導計画に基づき授

業の一部を分担する趣旨を踏まえれば、授業科目における大半の授業を指導補助者が担当することは

原則として想定されないものであり、望ましくありません。

Ｑ 38．指導補助者に授業の一部を分担させるに当たり、留意すべき事項等はありますか。

指導補助者が授業の一部を分担する場合であっても、授業科目の指導に係る一義的な責任は、授業

担当教員が負うものですので、各大学等は、授業担当教員と指導補助者の責任関係や具体的な役割分

担等について、あらかじめ学内の規程等に明記するなどし、授業中に事故等が生じた際の対応に当たり、

責任関係等が不明確なままであったことに起因して指導補助者が不当に不利益を被らないよう適切な

配慮を行うことが必要です。なお、授業担当教員の役割については、授業時間ごとの指導計画の作成、

当該授業の実施状況の十分な把握、成績評価等が想定されます。

Ｑ 39．「学生その他の大学が定める者」との規定について、在学中の学部学生又はそれと同等の能力

がある者についても、大学の判断で採用することができるものと考えてよいのでしょうか。

「学生その他の大学が定める者」については、在学中の学生を含め、各大学の判断により採用等を行い、

各授業科目を補助させることができるものです。
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Ｑ 40．指導補助者に対しては必要な研修を行うものとすることとなっていますが、「必要な研修」の

内容については、各大学等が判断することになるものと考えてよいのでしょうか。

お見込みのとおりです。

■単位の計算方法等関係

Ｑ 41．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

1 単位の授業科目について、授業時間外の学修時間も含めた 45 時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とすることは維持しつつ、授業方法別に必要な授業時間数の基準を定めた規定

を廃止することにより、様々な授業方法を組み合わせた授業科目の設定をより柔軟に行い得るように

することを期待するものです。

Ｑ 42．今回の改正も踏まえ、大学等は、単位の計算や授業時間等について、どのような考え方に基づ

いて定めればよいことになるのでしょうか。

単位の計算に当たっては、各授業科目について、授業時間のほか、授業時間外の学修（事前学修及

び事後学修）も含めて、1 単位当たり標準 45 時間の学修を必要とする内容をもって適切に構成するこ

とになります。このことを前提とし、1 コマ当たりの授業時間や、1 週間当たりの授業の実施回数、各

授業科目の授業期間等については、当該授業科目の授業内容や授業方法、事前学修及び事後学修の質

や量にも鑑み、学生が効果的に学修できるよう十分に考慮した上で、各大学等の判断により適切に設

定することが可能です。ただし、各授業科目について、あらかじめ大学等が定める単位修得に必要な

授業時間数に、いわゆる定期試験に相当する試験を含むことは想定されません。

Ｑ 43．例えば、従前 1 単位当たり 30 時間の授業を要するものとして算定していた実習科目を、1 単

位当たり 15 時間の授業とすることも可能となるのでしょうか。

お見込みのとおりですが、授業時間も含めて 1 単位当たり 45 時間の学修が必要となることが標準で

あるとの基本的な考え方は変わらないことから、既設の授業科目の授業時間数を変更する場合にも、1

単位当たりに必要となる学修時間が引き続き確保されるよう留意が必要であるとともに、「教学マネジ

メント指針」（令和 2 年 1 月 22 日中央教育審議会大学分科会）において、事前学修及び事後学修の内

容についてはシラバスに盛り込む必要があると記載されているほか、これらに必要な学修時間の目安

を示すことも考えられます。

Ｑ 44．今回、授業方法別に必要な授業時間数の基準を定めた規定が廃止されることに伴い、これまで

シラバス等において明示していた個々の授業科目の授業方法については、今後はシラバス等で明示す

る必要はないのでしょうか。

今回の改正後も、各大学等においては、学生の適切な履修科目の選択等に資するよう、引き続き、

各授業科目のシラバス等には、講義や演習、実習等の授業方法についても分かりやすく示す必要があり、

このことは、複数の授業方法を組み合わせる場合も同様です。
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Ｑ 45．今回の改正に伴い、大学設置基準の単位の計算方法を準用している国家資格取得等に係る科目

の取扱いについて、何か変更等はあるのでしょうか。

大学設置基準の単位の計算方法を準用している医療関係職種養成所指定規則及び短期大学設置基準

の単位の計算方法を準用している指定保育士養成施設の修業教科目等を定めた告示において、1 単位当

たりの実験、実習及び実技の授業時間の下限を、従前どおり 30 時間とする規定を置くこととされてお

り、留意が必要です。他の法令との関係の整理については、引き続き動向を注視ください。

■卒業要件の明確化関係

Ｑ 46．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

卒業の要件は、改正前の大学設置基準上、大学に 4 年以上在学し、124 単位以上を修得することと

していたところ、当該規定上の「4 年」とは、厳密に丸 4 年間の在学を求める趣旨とは解されないこと

から、「、大学に 4 年以上在学し」との文言を削除するなどの改正を行うこととしたものです。卒業の

要件に係る専門職大学設置基準、短期大学設置基準及び専門職短期大学設置基準における改正につい

ても、同様の観点から行うこととしたものです。

Ｑ 47．今回の改正により、どのようなことが可能になるのでしょうか。

今回の改正は、修業年限は厳密に丸 4 年間在学することを求めるものではないことを明確化するも

のですが、これにより、いわゆる 9 月入学をした学生が、学期の区分に従い、7 月に大学を卒業し、サマー

スクールに参加後、同じ年の 9 月に海外の大学院に進学するといったことについては、解釈上の疑義

を生じることなく可能となります。この場合も、学校教育法施行規則の規定に基づき、学年の途中に

おける学生の入学及び卒業は、学期の区分に従いこれをさせることとなっていることや、学年や学期

等に関する事項は、学則への記載が必要であることに留意が必要です。

Ｑ 48．大学の修業年限として定められた「4 年（以上）」とは、厳密に丸 4 年間の在学を求める趣旨

ではなく、いわば「おおむね 4 年」と解されるということですが、その場合の「おおむね 4 年」に関

して、例えば 3 年間の在学と、必要単位数の修得による卒業も許容されるのでしょうか。

今回の改正後も、学校教育法第 87 条の規定に基づき、大学の修業年限は 4 年とすることが引き続き

基本となることから、例えば、早期卒業制度によることなく学生に入学後 3 年間で卒業の要件とされ

た単位数を取得させた上で、当該学生を直ちに卒業させたり、残余の在学期間は休学として形式上は

入学から 4 年経過後に卒業させたりするといったことは認められません。

Ｑ 49．「大学が定める」とは、どのような意味でしょうか。

ここでいう「大学が定める」とは、各大学等が定める「卒業認定・学位授与の方針」に基づいて、

学生の卒業の認定や学位の授与がなされることを念頭としたものであり、各大学等が、当該方針と関

係のない事柄について、別途卒業の要件として定めることは基本的に想定されません。
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■校地、校舎等の施設及び設備関係

Ｑ 50．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

以下の 1 及び 2 のとおりです。

１．運動場、体育館その他のスポーツ施設、講堂、寄宿舎・課外活動施設等の厚生補導施設について、

各大学等の実情や必要性に応じて整備を行うこととするほか、校舎について、教育研究上必要とな

る教室、研究室、図書館、医務室、事務室を備えることは各大学等に求めつつ、これ以外の施設に

ついては、多面的な利活用も想定し、大学等は、その組織及び規模に応じ、教育研究に支障のないよう、

必要な施設を備えることとするとともに、研究室は、適切な教育研究環境の確保の観点から引き続

き必要となることから、基幹教員及び専ら当該大学の教育研究に従事する教員に対しては必ず備え

るものとするものです。

２．図書館を中心に系統的に整備する資料の例として、電子ジャーナル等を念頭に「電磁的方法によ

り提供される学術情報」を加えるほか、図書館に閲覧室、整理室等を備えることを求める規定を削

除するなど、紙の図書のみを想定したような規定を見直すこととし、教育研究上必要な多様な資料

の整備促進等を期待するものです。

Ｑ 51．今回の改正により、大学等が施設及び設備等の整備が柔軟に行えるようになることで、学生が

不利益を被るようなことは生じないでしょうか。

施設及び設備等の整備は、各大学等が教育研究上の必要性等に応じて、適切に判断すべきものであり、

例えば、運動場を校舎から遠く隔たった地に設け、学生がその利用に当たり非常に長時間の移動を強

いられるなど、学生に対して著しい不利益を生じさせてはならないことは、今回の改正後も変わらな

いものです。

Ｑ 52．全ての基幹教員に対し、研究室を必ず備えることとしたのはなぜでしょうか。また、企業等に

専ら勤務する基幹教員等についても、同様に研究室を必ず備えることが求められると考えてよいでしょ

うか。

研究室については、大学における適切な教育研究環境の確保の観点から引き続き必要となるものと

考えており、今回、企業等に専ら勤務する基幹教員等も含め、全ての基幹教員等に対して必ず備える

ものとしたものです。なお、ここでいう研究室については、従前と同様、必ずしも 1 人に対し 1 室備

えることは要さず、各教員が研究執務に専念できる環境が適切に確保された、いわゆる共同研究室等

でも差し支えないものです。

Ｑ 53．図書館について、閲覧室、書庫、座席等に関する定めを廃止することにより、教育・研究水準

の低下をまねくおそれが高いのではないでしょうか。

今回の改正は、紙の図書や雑誌等を中心に、利用者が直接来館することを前提とした規定について、

電子化や IT 化を踏まえた規定に見直したものであり、各大学等の実情に応じ、引き続き設備面での充

実等も図られていくものと考えています。



��ྩ � 短期大学ઃஔج४ͷվਖ਼ʹ͍ͭͯ

■教育課程等に係る特例制度関係

【全般について】

Ｑ 54．今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学等において、内部質保証等の体制が十分機能していること等を要件として、教育課程等に係る

特例対象規定の一部又は全部によらないことができる特例制度を新設することで、基準によらない大

学の創意工夫に基づく先導的な取組の促進と、その効果検証を踏まえ、今後の大学設置基準の改善等

につながることを期待するものです。

Ｑ 55．設置基準等における本特例制度関係の各規定が必ずしも具体性がないようにも思われ、制度が

恣意的に運用される可能性があるのではないでしょうか。

本特例の認定に当たっては、大学設置、大学教育等に見識を有する者から構成される有識者会議（運

営委員会）の公正な審査等を経ることとしており、恣意的な運用にはならないものと認識しています。 

なお、認定後は年 1 回の実施状況報告が必要となるほか、万が一、運用に問題点等が疑われる場合の

報告徴収や認定取消しの規定を設けています。

Ｑ 56．大学を新設する場合に、特例制度の認定を併せて申請できるのでしょうか。また、学部等の新

設に合わせて、特例制度の認定を申請できるのでしょうか。

機関別認証評価を受審した上で、適合認定を受けていることを要件としているため、新設の大学は、

この適合認定を受けるまでは本特例の対象外となります。学部等の新設を検討している場合は、開設

予定年度と合わせて特例制度の始期を設定し、認定を申請することは可能です。

Ｑ 57．本特例制度の認定申請と、大学等の設置認可の申請との関係はどうなっていますか。

両申請は別の手続となりますので、それぞれの観点から審査を行い、認定・認可がなされることと

なります。

Ｑ 58．特例を申請するに当たり、期間を定めることになっているのはなぜでしょうか。また、当該期

間の終了時に特例対象学部の途中年次に在学している学生は、期間終了に伴い特例として認定された

先導的な教育を受けられなくなってしまうのでしょうか。

特例制度は、今後の設置基準の改善等も見据えて創設したものであり、実施状況の検証を適切に行

うことを念頭に、このような規定を置いたところです。延長を希望する場合は、延長申請をすること

も可能です（運営委員会による審査等を経て、再び認定を受けることが必要。）。また、当該先導的な

取組を実施している学部等に、その実施期間中に入学した学生がいる間は、当該取組を実施すること

は可能です

Ｑ 59．教育課程等に係る特例制度の申請は、必ずしも大学全体ではなく、特定の学部・学科に限った

形で行うこととしても差し支えないと考えてよいでしょうか。また、大学院は今回の特例制度の対象

外ということになるのでしょうか。
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お見込みのとおりです。教育課程等の特例制度の認定を受けた大学（教育課程等特例認定大学）は、

学内全ての組織で直ちに全ての特例対象規定によらない教育活動が行えるわけではなく、自ら申請し

た「学部等」「特例対象規定」と、認定を受けた「認定期間」の範囲内で、先導的な取組の実施が可能

となります。例えば、複数の学部等を対象とすることを希望する場合は申請時に含めるか、別申請と

していただくことが必要となります。また、大学院は今回の特例制度の対象外です。

Ｑ 60．特例制度について、特例対象学部とそれ以外の学部が生じることとなることが想定され、学則

上の適用規定を書き分ける必要があるのでしょうか。

本特例制度の活用に当たっては、在学生や入学希望者等に対する配慮の観点から、特例対象規定の

全部又は一部によらない教育を行うための教育課程又は施設及び設備等に関する事項を学則等に定め、

公表することが必要となります。なお、先導的な取組は学位プログラム単位で実施することが想定さ

れることから、学部、学科、課程又は学部以外の基本組織（以下「学部等」という。）の単位で申請を

受け付けることとしていますが、制度上は複数の学部や全学による申請も可能です。ただし、学部等

の一部に限って先導的な取組を行うことは認められませんので、必ず学部等を最小単位として申請し

てください。

【機関要件について】

Ｑ 61．教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程（令和 4 年文部科学省告示第 131 号。以下「認

定規程」という。）において、いわゆる機関要件として「教育研究活動等の状況について自ら行う点検、

評価及び見直しの体制が十分整備されていること」とされていますが、具体的にどのような点が確認

されるのですか。

大学等の内部質保証の体制整備について、大学等のホームページにおける掲載情報等のほか、認証

評価で改善等が指摘されている場合には、当該指摘とそれへの対応状況の提出を求めることとしてい

ます。

Ｑ 62．認定規程において、いわゆる機関要件として「教育研究活動等の状況を積極的に公表している

こと」とされていますが、具体的にどのような点が確認されるのですか。

大学等の積極的な情報公表について、「教学マネジメント指針」に示された情報公表事項の例を参考

にしつつ、大学等として特に積極的に行っている情報公表の内容の記載を求めることとしています。

Ｑ 63．認定規程において、いわゆる機関要件として、申請の日五年以内において「法令の規定、法令

の規定に基づく所轄庁の処分、寄附行為又は定款に違反したこと」がないこととされていますが、具

体的にどのようなことですか。

大学等の設置者として法令違反等を行っていないことをいいます。役員等の個人が行った法令違反

等であっても、業務との関連性が認められるものは、ここでいう法令違反等に含まれます。違反対象

の法令としては、主に学校教育関連法令を想定していますが、例えば労働基準法違反も含め、事業者

として適用される全ての法令が対象となります。 なお、上記のような法令違反全般や寄付行為等違反

に関し、現在は是正されている一時的な基準違反などの場合は、その内容や改善状況等を審査におい

て確認し、改善等が図られていると認められるときは、ここでの欠格事由とはしません。
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Ｑ 64．認定規程において、いわゆる機関要件として、申請の日五年以内において「財政状況が健全で

なくなったこと」がないこととされていますが、具体的にどのようなことですか。

高等教育の修学支援新制度における「経営要件」を満たさない状態となっていないことをいいます。

すなわち、申請の日前五年以内において、以下の 1 ～ 3 全てに該当する大学等（国公立の大学等は除く。）

でなかったことをいいます。

１　その設置者の直前 3 年度の全ての収支計算書において「経常収支差額」がマイナスであること。

２　その設置者の直前の年度の貸借対照表において「運用資産と外部負債の差額」がマイナスである

こと。

３　直近 3 年度の全ての収容定員充足率が 8 割未満であること。

Ｑ 65．認定規程において、いわゆる機関要件として、Ｑ 62・Ｑ 63 のほか、申請の日前五年以内に

おいて「教育条件又は管理運営が適正を欠くに至ったこと」とされていますが、具体的にどのような

例を想定していますか。

例えば、不適正な管理運営により私学助成が全額不交付となった場合などを想定しています。

【申請計画書について】

Ｑ 66．認定規程には「先導的な取組」とありますが、どのようなものであれば「先導的な取組」と認

められるのでしょうか。何かメルクマールがあるのでしょうか。

特例制度の活用に当たって、取組の先進性についての明確なメルクマールは設けられておらず、各

大学等において適切に説明いただくことが必要となります。なお、審査結果の予見可能性を高める観

点から、先導的な取組の構想イメージをに示していますので、各大学等での検討に当たり適宜参考に

してください。

Ｑ 67．複数の特例対象規定を組み合わせて申請することは可能ですか。

可能です。申請計画書に、特例対象規定とする条項を全て明記いただくようお願いします。

Ｑ 68．申請に当たり、申請計画書には、どの程度具体的に先導的な取組の内容を記載する必要がある

でしょうか。個々の授業科目レベルで、教育内容が確定していることが必要でしょうか。

個々の授業科目レベルで教育内容が確定していることまでを求めるものではありませんが、教育課

程編成の基本的な考え方のほか、授業科目や教育活動の概要、教員等も含めた教育実施体制の確保、

成績評価の際の留意点等について、可能な範囲で具体的に申請計画書に明記いただくようお願いしま

す。なお、審査の過程で、申請計画書に係る改善点等の指摘や、内容面についての質問がなされる可

能性がありますので、ご承知おきください。

Ｑ 69．認定規程において、「先導的な教育の実施が、当該先導的な教育を行わない場合に比して教育

研究水準の向上に資する取組である根拠」を示すこととされていますが、何らかの実証的なエビデン

スを示す必要がありますか。

必ずしも実証的なエビデンスを示すことは要しませんが、定性的な記載であっても、教育研究水準
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の向上が見込まれることに関し、先導的な教育の実施が、申請目的を達成する上で必要不可欠又はそ

の効果的・効率的な実施に当たり合理的であり、大学の教育研究水準の向上に資することや、特例対

象規定の規制緩和が、先導的な教育を行う上で必要不可欠又はその効果的・効率的な実施に当たり合

理的であることについて、具体的に記載いただくことが必要です。

Ｑ 70．モデルケースに沿った内容で申請することが示されていますが、どのような趣旨で設けられた

仕組みなのでしょうか。また、モデルケースは公表されているのでしょうか。

モデルケースの提示により、審査結果の予見可能性を高めるとともに、スピーディーな確認・審査

プロセスによる速やかな認定・取組開始が期待されます。モデルケースについては、※解説資料の

P17,19 に公表しています。

※解説資料とは、文部科学省ホームページに掲載されている資料である。以下Ｑ 76、Ｑ 80 において同じ。

https://www.mext.go.jp/content/20220930-mxt_daigakuc01-000025195_05.pdf

Ｑ 71．モデルケースに沿って申請する場合、その旨（モデルケースに沿った取組であること）を明記

する必要はありますか。

明記する必要はありません。

Ｑ 72．モデルケースに沿った申請をしたつもりでも、審査の中でモデルケースに沿ったものとは言え

ないと判断されることがありますか。その場合、申請をやり直すことになるのでしょうか。

審査において、モデルケースに沿ったものとは言えないと判断されたとしても、審査自体は継続し

て行うこととなります。ただし、Ｑ 73 への回答にある「より簡易な審査（確認）」の対象とはなりま

せん。

Ｑ 73．モデルケースに沿った内容で申請する場合、審査の方法等も異なるのでしょうか。

モデルケースに沿った申請内容である場合、あらかじめ示されたチェックポイントを満たしている

かどうかの確認を行うことを中心としたより簡易な審査（確認）により、認定を行うこととしています。

Ｑ 74．モデルケースに沿った内容で申請する場合、示されたモデルケースと完全に同一であることが

求められるのでしょうか。

先導的な教育の実施内容がモデルケースに沿っていることは必要ですが、モデルケースと完全に同

一であることは求めず、取組の方向性が同じであれば、厳密な同一性は問わないこととしています。

Ｑ 75．モデルケースによらない取組を行うことを考えていますが、申請は可能でしょうか。

可能です。モデルケース以外についても、型にとらわれない、各大学等の創意工夫による多様で先

導的な取組を対象に審査を行い、認定の可否を判断することとしています。
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【申請手続・スケジュール関係】

Ｑ 76．申請に当たってどのような書類を準備すればよいのでしょうか。また、これらの書類の作成要

領等は示されているのでしょうか。

申請書、申請計画書及び教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程第 1 条各号（第 4 号及び

第 5 号を除く。）に掲げる基準に適合することを証する書類を作成してください。具体的な記載の方法

等については、「教育課程等特例認定大学等の認定等に関する規程に関する実施要項」（令和 4 年 11 月

8 日文部科学省高等教育局長決定）のほか、解説資料や本Ｑ &A も併せてご確認ください。なお、具

体的な申請手続については、「教育課程等特例認定大学等の認定の申請等について」（令和 4 年 11 月 8

日付け文部科学省高等教育局大学教育・入試課事務連絡）をご確認ください。

Ｑ 77．申請計画書の作成に当たり、フォントサイズの変更や、アンダーラインの追加等を行うことは

可能でしょうか。

可能です。ただし、申請計画書は 4 ページ以内を目安としているところ、フォントサイズを極端に

変更することは避けていただくようお願いします。

Ｑ 78．申請に当たって、事前に相談することはできますか。

可能です。詳細は「Web 相談の受付」からご確認ください。

Ｑ 79．複数大学等で連携した取組を行う場合、共同（連名）で申請する必要がありますか。

特に大学間連携による特例対象規定の規制緩和を中核とする取組については、共同（連名）による

申請が望ましいものです。

Ｑ 80．認定の申請後、審査はどのような手順で、また、どのような観点から行われるのでしょうか。

審査については、文部科学省における申請計画書等の確認の後、運営委員会における書面審査（必

要に応じて面接審査も実施）を経て、運営委員会として認定の可否の判定を行います。運営委員会は、

審査過程で改善点等を指摘するほか、「不可」の判定を行う際、その理由及び改善点等の指摘事項を付

すこととなります。運営委員会の判定（審査結果）を踏まえ、文部科学大臣が認定（不認定）を行います。 

審査の観点としては、申請計画書について、記載すべき内容が明らかにされているかといった点のほか、

当該大学等の人材養成の目的と、本取組による先導的な教育内容とが整合的かといった記載項目横断

的な点を確認することとなります。詳細は解説資料 P22 をご確認ください。

Ｑ 81．令和 4 年度における申請から認定までのスケジュールはどのようになっていますか。

令和 4 年度は、11 月 8 日より申請を受け付け、12 月 28 日を第一次締め切りとします。同日までに

申請があったものについては、令和 5 年 1 月以降、審査を開始し、早ければ同年 3 月にも認定を行う

ことを想定しています。また、同年 3 月 31 日を、申請の第二次締め切りとしており、同日までに申請

があったものについては、以降、順次審査を行っていくこととなります。
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Ｑ 82．令和 5 年度以降も継続して申請を受け付ける予定ですか。受け付ける予定であれば、申請期間

は、年何回ほど設けられる予定ですか。

令和 5 年度以降も継続して申請を受け付ける予定です。申請期間については、複数設けることも含め、

今後改めてお知らせします。

【その他関係】

Ｑ 83．認定を受けた後で、申請計画書の内容を変更することは可能でしょうか。

可能です。ただし、先導的な教育を行う学部等及び特例対象規定を変更する場合には、運営委員会

による審査等を経て、再び認定を受けることが必要となります。これら以外の項目を変更する場合には、

あらかじめ、その旨を文部科学大臣に届け出なければなりません。なお、申請計画書の内容に影響し

ない誤字脱字等の修正等については、届出も不要です。

Ｑ 84．特例制度の対象として一度認定されても、その後、取消しを受けることもあるのか。

先導的な教育の円滑かつ確実な実施が見込まれなくなった場合等には、一度受けた認定が取り消さ

れることもあり得ます。認定が取り消された場合も、認定期間中に入学した学生がいる間は、当該取

組を実施することは可能です。

Ｑ 85．認定規程において、教育課程等特例認定大学等が作成し提出することとされている「実施状況

報告書」や「教育効果検証報告書」は、どのように作成したらよいのでしょうか。

認定後のスキームの一環として作成いただく「実施状況報告書」及び「教育効果検証報告書」に記

載すべき事項等の具体的内容は、第 1 サイクルの申請状況を踏まえ、その審査を行う運営委員会で改

めて審議の上、決定する予定としています。

■その他関係

Ｑ 86．1 年間の授業期間に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

1 年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則としていた改正前の規定

について、定期試験等の方法も多様化していることや、1 年間の授業期間に定期試験等の期間が概念上

含まれることは明らかであることから、「、定期試験等の期間を含め」との文言を削除することとした

ものです。今回の改正後も、各大学等の判断により、1 年間の授業期間中に定期試験等の期間を定める

ことが可能であることは、従前と変わりません。

Ｑ 87．各授業科目の授業期間に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

各授業科目の授業は、原則として 10 週又は 15 週にわたる期間を単位として行うものとし、教育上

必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、これ以外の期間を定

めることも可能としていた改正前の規定について、国際化を通じた教育研究力の向上等の観点から、

学事暦の多様化・柔軟化の促進が要請されていることを踏まえ、各授業科目の授業期間を 10 週又は
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15 週を原則とすることを改め、8 週、10 週、15 週の期間を例示しつつ、大学の判断により、多様な

期間が設定できること等を明確化したものです。

Ｑ 88．単位の授与に係る今回の改正の趣旨はどのようなものですか。

大学は一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとしていた改正前の規

定について、従来、当該規定上の「試験」には、レポート等の多様な学修評価方法を含むと解釈して

きていること等を踏まえ、当該規定を削除するとともに、多様な学修評価方法により単位を与えるこ

とを明確化したものです。なお、単位の授与に当たっては、各大学等における厳格な成績評価が求め

られるものであることに留意が必要です。

Ｑ 89．Ｑ 86 ～Ｑ 88 関係の改正については、多くの大学等において改正前の設置基準を引用して学

内規程等が整備されていると考えられますが、今般の設置基準改正に合わせて、学則を変更する必要

はありますか。

各大学等の学則には、今回の改正前の規定を引用している例も多く見られるところ、今回の改正に

合わせて、各大学等において考え方を再整理した上で、学則改正の要否について検討することが必要

です。ただし、直ちに当該改正を行わない場合であっても、法令違反状態となるものではありません。

Ｑ 90．今回の改正は令和 4 年 10 月 1 日が施行日とされていますが、経過措置等は置かれているの

でしょうか。

今回の改正については、現に設置されている大学等に対する基幹教員、校舎及び研究室に関する各

規定の適用については従前の例によることができることとし、大学の準備が整ってから適用すること

も可能としているほか、以下の経過措置を設けています。

・施行時に設置認可審査を受けている申請（令和 5 年度開設等）や施行日前の設置等に係る届出につ

いては、改正前の規定を適用すること。

・令和 6 年度に行おうとする設置等の認可の申請に係る審査や令和 5 年度・令和 6 年度に行おうとす

る設置等の届出については、大学等の選択により、改正前の規定を適用することも改正後の規定を

適用することも可能であること。

・令和7年度以降に行おうとする設置等の認可の申請や届出については、改正後の規定を適用すること。

（ただし、改組を大学等の一部の組織（学部・学科等）で行う場合であっても、大学全体に改正後の

規定が適用されるため、改組に当たっては事前に全学的な確認・準備が必要です。）
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■�短期大学設置基準改正に伴う認証評価の
今後について

一般財団法人大学・短期大学基準協会
短期大学認証評価委員会委員長　　 

日本私立短期大学協会 副会長　　　　

鹿児島女子短期大学 理事長・学長　　

志賀　啓一　

■はじめに

筆者は 2022 年 6 月に一般財団法人大学・短期大学基準協会（以下「基準協会」という）の短

期大学認証評価委員長の役職を拝命することとなった。その矢先、10 月 1 日に施行された大学

設置基準等（以下「設置基準」という）の改正を受けて、この度、今後の認証評価について寄稿

を依頼された。日本私立短期大学協会の会員校におかれても、学則や教育課程等の変更の必要性

について、協議されているところも多いと思われる。設置基準改正の全体的な概要については、

本誌に文部科学省による説明も掲載されているので、詳細はそちらをご参照されたい。本稿にお

いては、設置基準改正によって基準協会の評価基準のどの部分が変更される可能性があるのか、

またその際には各会員校はどのようなことに留意すべきか、といったことをまとめさせていただ

いた。ただし、この原稿を執筆している 2022 年 11 月末時点においては、第 3 評価期間の評価

が残り 2 年であること、設置基準の経過措置がかなり弾力的であることなどから、第 3 評価期間

における大幅な基準改正等は予定していない。2025 年度以降の第 4 評価期間に向けて情報収集

をしつつ、来年度及び再来年度については、現行基準をベースとしながらも、臨機応変に対応せ

ざるを得ないのが現状の方針である。これらについては、他の評価機関も、まだ検討中としなが

らも、同様の措置をとる予定であると伺っている。

したがって、本稿は基本的に認証評価委員会委員長の私見であり、今後、基準協会内で協議を

重ねながら決定していく前段階のものであることをご承知おきいただきたい。その上で、設置基

準改正に伴い組織や教育課程の変更を検討している会員校においては、課題を整理する一助とな

れば幸いである。

なお、本文中「文部科学省の説明によると」という引用については、特段の説明がない限り、

文部科学省のホームページで掲載されている説明資料からの引用である。また、引用条文につい

ては、「短期大学設置基準」ではなく「大学設置基準」の条項であるので、お間違いのないよう

にお願いしたい。

令和 4 年度大学設置基準等の改正について：文部科学省 (mext.go.jp)➡
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■基準Ⅰ　建学の精神と教育の効果

短期大学評価基準に示す基準Ⅰの評価基準は、以下の通りである。

Ａ　建学の精神

　１　建学の精神を確立している。

　２　高等教育機関として地域・社会に貢献している。

Ｂ　教育の効果

　１　教育目的・目標を確立している。

　２　学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。

　３　卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針（三つの

方針）を一体的に策定し、公表している。

Ｃ　内部質保証

　１　自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んでいる。

　２　教育の質を保証している。

基準協会の評価の特色としては、設立当初より学習成果を基軸とした教育の質保証を評価基準

の中心に据えてきたことにある。これは 2003 年から欧州高等教育圏において国際的に学位の水

準や内容、学習成果等を比較可能とすることが求められるようになったことに端を発しており、

基準協会としても学習成果とその査定の仕組みを明確化し、PDCA サイクルを確立しているか

どうかが、重点的な評価項目となっている。今回の設置基準改正に際し、「新たな時代を見据え

た質保証システムの改善・充実について（審議まとめ）」においても、以下の点がまとめられて

いる。

・大学教育の質保証の単位である学位プログラムは 3 つのポリシーに基づいて編成されるもので

あり、各大学における内部質保証は学位プログラムを基礎として行われるべきことを理念上明

確にする。

・内部質保証による教育研究活動の不断の見直しが求められることを理念上明確にする。

逐条ごとの引用は省略するが、この方針を踏まえ、省令第一条、第二条の二、第十九条において、

三つの方針に基づく教育課程の編成等や自己点検・評価、認証評価の結果を踏まえた不断の見直

しを行う旨、規定上明確化されている。これらについては、むしろ従前より基準協会では基準Ⅰ

－ B、C において明記していたものであり、設置基準の方が国際通用性を意識し、その方針をよ

り明確にしてきたともいえる。

ただし、設置基準改正においては、三つの方針に基づく教育改革の実現が基軸に規定されてい

るのに対して、基準協会としては学習成果こそが基軸であるという考えであり、趣旨は変わらな

いものの、その表記や関連の付け方については、ずれがあるのは事実である。後述する文部科
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学省の用語との差異は、以前より会員校及び評価員からもわかりにくいとの指摘が挙がってお

り、基準協会としても「学習成果」については、文部科学省の方針と関連付けながら、丁寧に説

明をしなくてはならないと考えている。詳細は基準Ⅱの節で述べるが、ここでは一点だけ解説し

たい。文部科学省は「学修成果」という用語を使っているが、基準協会においては、「Student 

Learning Outcomes」の原語を尊重し、直訳に近い「学習成果」という表記で統一している。

会員校が自己点検・評価報告書において、どちらを使っていてもその旨は指摘しないこととして

いるが、時折、個々の授業における達成度を以って「学習成果」としている学校が散見されるので、

そのような認識でいる場合は、修正をお願いしたい。文部科学省のガイドラインにおいても、学

位プログラムごとの三つの方針と関連付けて学修成果の評価について示す旨が記載されており、

「学習」、「学修」いずれの表記であっても、個々の授業科目で得られた成果ではなく、学位プロ

グラム（基準協会においては学科・専攻）ごとに、予め何ができるようになるかを示すものが「学

習成果」であることをご承知おきいただきたい。

■基準Ⅱ　教育課程と学生支援

短期大学評価基準に示す基準Ⅱの評価基準は、以下の通りである。

Ａ　教育課程

　１　学科・専攻課程ごとの卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を明確に示

している。

　２　学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）を明確に

示している。

　３　教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養を培うよう編成している。

　４　教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生活に必要な能力を育成する

よう編成し、職業教育を実施している。

　５　学科・専攻課程ごとの入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）を明確に示し

ている。

　６　短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。

　７　学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをもっている。

　８　学生の卒業後評価への取り組みを行っている。

Ｂ　学生支援

　１　学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。

　２　学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。

　３　学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。

　４　進路支援を行っている。
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先述のとおり、三つの方針と、その基軸となる学習成果については、内部質保証を示す指標と

して、より重要さが増すものと考えられるため、基準協会の評価基準の方向性としては大きく変

わる予定はないであろう。むしろ、一昨年の中期計画策定義務化に加えて、評価結果を踏まえた

内部質保証が設置基準において明確化された以上、認証評価機関の役割は益々重くなっていくと

考えられる。

まず基準Ⅱ－ A － 1 にあるディプロマ・ポリシーと学習成果の関連性について述べたい。あ

らためて、基準協会の定義する学習成果とは、「短期大学で何を学んで、何を身に付けて、何が

出来るようになるか」を事前に表明したもので、入学者が短期大学の教育課程を卒業した時に獲

得するもののことである。基準協会としては、まずは学習成果を明確化し、学習成果を獲得する

ために三つの方針を体系的に定め、その仕組みを査定（アセスメント）することで、内部質保証

を確保できるものとしてきた。一方、中央教育審議会大学分科会「教学マネジメント指針」（令

和 2 年 1 月）の用語解説において、「学修成果」は、以下のように解説されている。

「学修成果」は、プログラムやコースなど、一定の学修期間終了時に、学修者一人一人が自ら

の学びの成果として、知り、理解し、行い、実演できるようになった内容。「学修成果」は、多

くの場合、学修者が獲得すべき知識、スキル、態度などとして示される「学修目標」と対応する

ものと考えられる。その際、「学修目標」は、具体的で、一定の期間内で達成可能であり、学修

者にとって意味のある内容で、測定や評価が可能なものでなければならない。

このように、趣旨としては変わらないものの、表記や細部のニュアンスについては差異があり、

基準協会が「学習成果」と長年かつ先んじて使用している事項について、『「学修目標」と対応する』

と異なる形で示されてしまったのは複雑な思いではあるが、表記をどのように捉えていくべきか、

第 4 評価期間に入るまでには検討していかなくてはならないであろう。

また、文部科学省においては、中央教育審議会大学分科会大学教育部会「卒業認定・学位授与

の方針」（ディプロマ・ポリシー）、「教育課程編成・実施の方針」（カリキュラム・ポリシー）及

び「入学者受入れの方針」（アドミッション・ポリシー）の策定及び運用に関するガイドライン」

（平成 28 年 3 月）において、ディプロマ・ポリシーについて、以下のとおりの記述がある。

・ 各大学の教育に関する内部質保証のための PDCA サイクルの起点として機能するよう、学生

が身に付けるべき資質・能力の目標を明確化すること。

・ 「何ができるようになるか」に力点を置き、どのような学修成果を上げれば卒業を認定し、学

位を授与するのかという方針をできる限り具体的に示すこと。

これらを踏まえると、文部科学省の方針においては、ディプロマ・ポリシーとして学習成果を

示すことが必要であるように捉えることもでき、事実、学習成果とディプロマ・ポリシーが同一

であると認識している評価校も毎年相当数存在する。この取扱いについては、評価員研修会や、

ALO 対象説明会でも述べてきたが、基準協会としては、ディプロマ・ポリシーにおいて獲得す

短期大学ઃஔج४վਖ਼ʹ͏ೝূධՁͷޙࠓʹ͍ͭͯ
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る学習成果が表明してあり、卒業時にその学習成果が獲得できているとともに、学則に規定して

ある卒業要件を満たしていることを卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）として

いるという内容であれば、適格であると判断している。しかし、ディプロマ・ポリシーが身に付

ける能力の羅列にとどまり、「学習成果の獲得及び卒業要件の充足を以って卒業認定・学位授与

とする。」といった内容の文言がないもの、また学習成果と思われる事項は存在するものの、学

習成果と認識されていない場合などは、向上・充実のための課題として指摘することとしている。

これらは今後ステークホルダーへの周知も含めて、よりわかりやすく体系だったものが求められ

る可能性があるため、基準協会においても、どこまで踏み込んで方針のあり方や内容について指

摘すべきか、継続して検討していく予定である。会員校においては、現状の 3 つの方針の表現や

学習成果との関連性について確認していただくとともに、もし学習成果に相当する内容の表記が

異なる場合であったとしても、基準協会の方針をご理解の上、提出する自己点検・評価報告書に

おいては、その旨記載し、評価基準に適合したものである旨をご説明願いたい。

次に、教育課程に関連する設置基準の改正は、改正点が多数あり、特に基準Ⅱ－ A － 2 につ

いては関連の深い観点があるので、以下に詳細に紹介する。

基準Ⅱ－ A － 2 学科・専攻課程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

を明確に示している。 

（1）教育課程編成・実施の方針は、卒業認定・学位授与の方針に対応している。 

（2）教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。 

　①短期大学設置基準にのっとり体系的に編成している。 

　②学習成果に対応した、授業科目を編成している。 

　③単位の実質化を図り、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、年間又は学期

において履修できる単位数の上限を定める努力をしている。 

　④成績評価は学習成果の獲得を短期大学設置基準等にのっとり判定している。 

　⑤シラバスに必要な項目（学習成果、授業内容、準備学習の内容、授業時間数、成績評価の

方法・基準、教科書・参考書等）を明示している。 

　⑥通信による教育を行う学科・専攻課程の場合には印刷教材等による授業（添削等による指

導を含む）、放送授業（添削等による指導を含む）、面接授業又はメディアを利用して行う

授業の実施を適切に行っている。 

（3）教育課程の見直しを定期的に行っている。

文部科学省の説明によると、「授業期間を 10 週又は 15 週を原則とするとの考え方を改め、大

学の判断により多様な期間（8 週、10 週、15 週を例示）が設定できること等を明確化」「1 単位

に必要な授業時間数について、授業方法別に基準を定めた規定を廃止」としている（省令二十一

条、二十三条）。しかし、「1 単位＝授業外学修も含めた 45 時間の学修を標準とすることは維持」

とあるため、これらの観点はおそらく基準協会においても、上記の表記のままとして大きな改正
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はないであろう。各短期大学がそれぞれに関連規則等を整備し、責任を持って運用しているかを

確認することについては、これまでと何ら変わりがないと思われる。これまでもシラバスの内容

は、これらの観点に基づき、15 週の授業内容が明記されているか、出席点や欠席点が評価に入っ

ていないか、といったことが指摘として挙げられていたが、これら具体的にチェックすべき事項

がやや変わるだけである。ただ、評価する側の立場からすると、諸規則の整備内容や科目によっ

て書式が評価校ごとにあまりに違ってしまうと、評価員に負担がかかるため、文部科学省にはシ

ラバス作成におけるわかりやすいガイドラインの提示等お願いしているところである。

もう一点、留意しなくてはならない改正点としては、文部科学省説明では「現行の整理に即し、

レポート等も含めた多様な学修評価方法により、単位を与えることを明確化」したとのことであ

るが（省令第二十七条）、これは多様な評価方法を認めることにしただけであって、45 時間の学

修時間が変更されたと誤解されないように、十分注意が必要である。過去にも、試験期間をほと

んど設定していない短期大学があったため確認したところ、授業中の小テスト等による成績評価

だけで済ませている科目が多数あったため、学修時間を評価時間に充てず、授業時間と別に評価

する時間を設定するよう（＝当時では適切な試験期間を設定するよう）改善の指摘をしたことが

ある。今回の設置基準改正では、評価方法がレポートや発表会等多様な方法でよいことを明確化

したものにすぎず、本来学修時間に充てられるべき授業の時間を削って評価する時間に充てて良

いという趣旨ではないので、ここは間違いのないようにしていただきたい。15 週目の授業日を

試験日にすることや、授業中に実施した小テストのみで評価するといった事例は、今後も指摘す

る予定である。

また、卒業に関連して、修業年限等は設置基準から撤廃され、大学で定めることができるよう

にされた一方で、卒業単位数の下限が明確化された ( 省令三十二条 )。ちなみに、多くの場合省

令は大学・短期大学共通事項であるが、ここについては、短期大学設置基準第十八条で「卒業の

要件は、修業年限が二年の短期大学においては六十二単位以上を、修業年限が三年の短期大学に

おいては九十三単位以上を修得することのほか、当該短期大学が定めることとする。」とあるので、

ご注意願いたい。こちらについても、評価基準や観点の改正はしないが、評価チームによる訪問

調査又はオンライン調査時に確認し、対応していただくことが考えられる。これまでも基準協会

においては、CAP 制については規定していない場合は指摘する事項として第３評価期間の途中

で運用を変更してきた事例があり、必要に応じて同様の運用をすると考えられる。

基準Ⅱ－ B については、学生支援に関する項目についても、基準や観点を改正する事項はない

と考えられる。ただし、基幹教員とされた外部からの教員が学生支援をするにあたって、どの程

度関わりを持たなくてはならないか、ということについては、今後基準協会においても議論しな

ければならないことであろう。その他、人員配置や施設設備のことについて、運用面で評価基準

として定められているが、適切な配置や設置ができているかという点については基準Ⅲと重複す

る部分もあるので、詳細については次節で述べる。



短期大学教育 第 78 号〔2023.3〕��

■基準Ⅲ　教育資源と財的資源

短期大学評価基準に示す基準Ⅲの評価基準は、以下の通りである。

Ａ　人的資源

　１　学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。

　２　専任教員は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて教育研究活動を行っ

ている。

　３　学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備している。

　４　労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。

Ｂ　物的資源

　１　学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、その他

の物的資源を整備、活用している。

　２　施設設備の維持管理を適切に行っている。

Ｃ　技術的資源をはじめとするその他の教育資源

　１　短期大学は、学科・専攻課程の教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果を獲得さ

せるために技術的資源を整備している。

Ｄ　財的資源

　１　財的資源を適切に管理している。

　２　日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき実態を把握し、財政上の安定

を確保するよう計画を策定し、管理している。

ここで会員校の皆様の多くが気にするところは、基準Ⅲ－ A 人的資源における基幹教員、さ

らに指導補助員の取り扱いについてであろう。しかし、大変恐縮だが、現時点で方針を述べられ

る事項は少ない。文部科学省の説明においては、「現に設置されている大学等に対する「基幹教

員」「校舎」「研究室」の規定の適用については、従前の例によることができる。」との記載があり、

学部新設や改組を目指す場合を除いては、従前の体制のままであることが容認されている状態で

ある。認証評価機関としては、当面の間は新旧どちらの体制であっても評価できるように、表記

の変更をすることとなるであろう。ただし、教員数が定員を満たしているかどうかについては、

基礎データの提出によって基準協会事務局が事前に確認し、評価員に連絡することとなっている

ため、それらの計算を評価員に求めることはないと考えられる。一方で、設置基準を満たしてい

なかった場合には訪問調査又はオンライン調査において評価員に確認をお願いするため、作業が

複雑化する可能性はある。基準協会としても、実態の情報収集をしながら対応に当たらざるを得

ないと考えられるため、その旨はご理解いただきたい。

次に、基準Ⅲ－ A － 1、2 と 3 に関連して、文部科学省の説明では、「必要な教員及び事務職

員等からなる教育研究実施組織の編制など、教員と事務職員等の関係を一体的に規定」すること

となった（省令第七条）。これに伴い、現行 A － 1、A － 3 と分けて記載されている教員組織と
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事務職員組織の評価基準について、一体的な記載とする可能性が出てくるであろう。併せて、現

行では教育職員と事務職員が同等の権限を持った複数の会議体を設置し機能させている場合、「特

に優れた試みとして評価できる事項」として三つの意見に記載する場合もあったが、これが今後

当たり前であるとされるのであれば、優れた取り組みとしては記載しなくなる可能性もある。実

際のところは、多くの短期大学において、事務職員が委員会組織等に陪席という形であっても参

画していることが多く、文部科学省も現状を無理に変えなくてもよいというスタンスである。こ

こについては、基準改正はするが、実態はこれまでと変わらないであろうと思われる。

また、基準Ⅲ－ B、C における物的資源・技術的資源に関連して、文部科学省の説明では「図

書館を中心に系統的に整備する資料の例示として、電子ジャーナル等を念頭に「電磁的方法によ

り提供される学術情報」を加えるほか、図書館に閲覧室、整理室等を備えることを求める規定を

削除するなどの改正を行う」ことが示されたが ( 省令第三十六条 )、これに基づいた評価の観点

として、関連規則の整備状況を確認することが加わることが予想される。これまでも設置基準に

おける施設設備の緩和は行われてきているが、実際は訪問調査し、施設見学をしてもそれが適正

であるかどうか確認することは困難であるため、原則としては自己点検・評価報告書の内容を確

認し、設置基準にのっとった施設設備が備えられているのであれば、適格としているのが現状で

ある。

それから、例年評価員より、基準Ⅲ全体、特に A － 4 の法令遵守関連について詳細に確認の

うえ、違反の指摘があがってくるケースがある。過去の事例としては、労務管理が不適切であっ

たケースや、設置基準は満たしているが各種資格取得の養成施設としての課程編成あるいは専任

教員配置の基準を満たしていないという指摘があった。これらは同じような専門分野で、同じよ

うな学科を設置している短期大学の評価員からの貴重な意見ではあるものの、基準協会で明確に

法令違反と判断できるものを除いては、指摘しないか、基準別に表記することに留めているのが

現状である。今回基幹教員の考え方が導入された場合、労務契約の在り方などに疑義を唱える評

価員も出てくることが想像されるが、法令あるいは政府の方針に明確に違反している場合を除い

ては、基準協会から指摘できないことをご理解いただきたい。

■基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス

短期大学評価基準に示す基準Ⅳの評価基準は、以下の通りである。

Ａ　理事長のリーダーシップ

　１　理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。

Ｂ　学長のリーダーシップ

　１　学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。

Ｃ　ガバナンス

　１　監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。
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　２　評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営し

ている。

　３　短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説

明責任を果たしている。

基準Ⅳの内容については、直接改正が検討されるような事項はない。ただし、設置基準改正に

伴い学則等を変更する際、適正な手続きが行われているかどうかについては、基準Ⅳに基づいて

評価することとなる。

話は逸れてしまうが、2022 年末時点では先送りになったとはいえ、近いうちに私立学校法の

改正が行われ、評議員の位置づけが変わり、学校法人はそれぞれ寄附行為の変更の必要が迫られ

ることとなるであろう。基準協会としても、それに合わせた評価基準改正をするとともに、評価

校が適正な手続きを経て寄附行為を変更し、理事・監事・評議員を選任したか、チェックする必

要があるであろう。それでなくとも、現状でも法令違反等が判明した場合は、遺憾ながらそれら

を指摘せざるを得ない。近年、相当数の指摘が挙がっていることとして、理事会・評議員会の運

営において、コロナ禍を理由に書面決議を行ったり、高齢の監事に配慮して監事が全員欠席のま

ま開催していたりすることがある。それから、学校教育法施行規則第 26 条第 5 項に規定する「学

生に対する退学、停学及び訓告の処分の手続」に関する規程を定める必要があるにも関わらず、

学則等に記載がないケースが、改正後 5 年以上経過した現在でも多数ある。他にも、法令改正で

学長の権限が強化されたとはいえ、教授会の意見を聞かねばならない事項があるにも関わらず、

これを教授会の議を経ず運営会議といった幹部会議のみで議題としてあげているケースや、複数

の学部学科がある大学・短期大学においては、全体教授会と学科教授会のどちらが法令で定めら

れた教授会であるのかが不明確であったり、規程と運用実態が乖離しているケースも見られた。

これらは毎年横並びで指摘している。

さらに、ある短期大学では、先んじて寄附行為の理事選任条項を変更したことに伴い、旧寄附

行為に基づく理事は退任しているとみなして、理事総数が少ない状態で理事会を開催したという

事例が発生した。この論理では、寄附行為変更で理事の選任条項を全部変えてしまうと、理事全

員がいないことになってしまうが、法令違反かどうかも判断しがたく、文部科学省に問い合わせ

たところ、明確な法令違反状態ではないとの判断であったので、「向上・充実のための課題」と

して三つの意見に記載することとした。こういった寄附行為変更、理事・監事・評議員の選任に

ついては、今後私立学校法が改正された際には、ほぼ全ての学校法人が対象になるであろうこと

から、学校によって変更内容や理事・評議員選任手続きが大幅に変わることになると、評価に混

乱をきたす可能性がある。これらについては、今後も文部科学省の見解を確認した上で、基準協

会においても方針を明確にし、発信していく予定である。
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■むすびに

今回は、設置基準が改正されたばかりであったため、今後の方針も明確でない中の執筆になっ

てしまい、不確定な表現が多くなってしまったことをお詫び申し上げる。総論としては、設置基

準は規制緩和とも受け取れるような改正であったものの、政府が定めていた事項を大学がより弾

力的に決めてよくなっただけであって、それができていなければ今後も認証評価機関としては指

摘せざるを得ないということである。評価校の皆様におかれては、これまで以上に自主性と公共

性の両立が必要になったことをご留意いただければ幸いである。

基準協会のみならず全ての認証評価機関に言えることだが、認証評価機関は監査機関ではない。

法令上や諸規則が遵守されているというのは大前提で、その上で主に内部質保証がなされている

かを評価する機関である。各認証評価機関の理念や方針には、表現の違いこそあれ、各大学の主

体的な改革・改善・質の向上など、前向きに大学・短期大学を支援する旨が記載されている。し

かしながら、他の機関の評価結果を眺めてみても、基準協会の基準Ⅲ、Ⅳに相当するガバナンス

に関する事項について、多くの指摘があがっているのが現状である。そして、認証評価機関は、

その現状を評価し指摘することはできるが、指導する権限があるわけではないため、具体的な対

応方策については、各学校の自浄能力に委ねるしかない場合もある。

今回の設置基準改正に伴って何が変わるかということよりも、これまでもこれからも、短期大

学を取り巻く環境の変化に対応し、日常的に不断の見直しをしていくことが求められる。それら

を踏まえた上で、認証評価の趣旨をご理解いただき、本来の内部質保証の改善支援という目的に

沿った評価をしていきたいと、切に願うものである。
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■�大学分科会質保証システム部会における
議論について

中央教育審議会大学分科会 　　 
質保証システム部会臨時委員  

関西外国語大学短期大学部 学長

谷本　和子　

2022 年 3 月に、中央教育審議会大学分科会質保証システム部会より「新たな時代を見据えた質

保証システムの改善・充実について
1
」（以下「審議まとめ」という）が出された。その「審議ま

とめ」では、現在の高等教育の質保証システムを「一定程度機能している」と評価する一方で、「学

修者本位の大学教育の実現」と「社会に開かれた質保証の実現」の観点から、これからも国や大

学関係者がエビデンスに基づいた分析・評価を行い、質保証システムの改善・充実に努めていく

ことを求めている。そのような改善・充実に向けて、先進的な教育研究活動について大学の裁量

をより高める方向性が示され、今後は各大学の自主的・自律的な内部質保証の取り組みがより一

層求められることになる。本稿では、そのシステム部会における議論を踏まえた上で、筆者の所

感を交えて「審議まとめ」を概観し、その論点について述べるものである。

■１．背景

質保証システム部会は、2018 年に策定された「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン」

の答申（以下「グランドデザイン答申」という）に基づき、質保証システムについて専門的に審

議を行うことを目的として 2020 年 6 月に設置されたものである
2
。その「グランドデザイン答申」

では、高等教育の学修者本位の教育への転換が謳われ、高等教育における教育の質保証のあり方

を「抜本的に見直す」必要性が指摘された。少子高齢化や Society5.0、グローバル化の進展など

により、日本の社会や経済環境が大きく変化する中で、これまで以上に大学教育に対する期待が

高まっており、各大学・短期大学がそれぞれの特色を発揮して「教育の質」を高めていくことが

重要とされた。また、高等教育の質保証システムを見直すにあたり、「保証すべき高等教育の質

とは何か」を問い直すとともに、学生が「何を学び、身に付けることができるのか」を明確にして、

学生が自らの成長と学修の成果を実感できる実践的な教育、各大学の個性を発揮できる多様な教

員組織、魅力的な教育プログラム等を実現していくことが求められたのである。

そのような指摘を受けて、質保証システム部会では高等教育における質保証の仕組みの検証を

行い、時代に即した質保証の在り方や大学設置基準の「抜本的な」見直しなどについて、2020
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年 7 月から 1 年 9 ヶ月にわたり 14 回の集中的な審議
3

を重ねた。第 10 期（2020 年度）は有

識者や関係団体等からの意見聴取を進めながら、「質が保証されている大学」や質保証システム

の全体像の中で質を保証するための基準や観点、仕組みについて共通理解を深め、具体的な質保

証システムの見直しに係る審議に入るための足場固めの議論を展開した。そして第 11 期（2021

年度）では、第 10 期における論点を踏まえて「学修者本位の教育の実現」と「社会に開かれた

質保証の実現」を大きな方針として位置付け、定員管理の在り方や遠隔教育等の活用、大学設置

基準を含む諸制度について具体的な審議が行われたのである。

そのような審議を進めるにあたって、質保証システムにおいて保証すべき「質」とは何かにつ

いて意見を交換し、その前提となる「大学の在り方」について活発な議論が交わされた。また、

部会の発足が新型コロナウイルス感染拡大によって各大学・短期大学がオンライン授業に移行し

た時期と重なったことから、時間的・空間的制約の緩和や MOOC、国際的な大学間連携、ハイ

ブリッド型教育、遠隔教育の単位数上限算定の考え方等についても活発な意見交換が行われた。

社会が大きく変動する中で、各大学が創意工夫に基づく先導性・先進性のある教育研究活動に取

り組むために、現行の設置基準等が足枷になってはならない。しかし、その規制の緩和を進める

際に全体的なバランスをみながら慎重に行わなければ、高等教育の質低下を招きかねない。その

ような観点から、保証すべき最低水準を厳格に担保しながらも、従来の枠組みにとらわれない柔

軟な仕組みや、その在り方について議論が深められたのである。

■２．「大学の在り方」と保証すべき「質」について

大学は「学術の中心」として「教育」と「研究」を通して「成果を広く社会に提供することに

より、社会の発展に寄与する」ことを目的としている
4
。その目的によるならば、質保証システ

ムで保証すべき「質」とは「教育研究の質」であり、社会の発展に寄与するために、教育研究の

成果を提供できることであるといえる。そして「教育の質」とは「学生の学びの質と水準」であ

り、それは学生が学びたいことを学べる条件や環境を整備することによって、各大学・短期大学

が学生一人ひとりの成長を図るものである。これは学修者の立場からは「学修の質」と捉えるこ

とができ、「教育の質」を論じる際に「学修の質」も意識する必要があるといえよう。一方、「研

究の質」はこれまであまり質保証システムの対象とはされなかったが、専門的で実践的な学び

を提供しながら優れた研究成果を創出するために、研究環境を整備・充実する必要性が指摘され

たのである。

■３．質保証システムの在り方と改善・充実の方向性

現在、日本の公的な質保証システムは、大学として最低限必要とされる水準を満たしているこ

とを保証する事前規制の長所と、設置認可後の大学の質を恒常的に保証する事後チェックの長所
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を組み合わせた仕組みになっている。そのような質保証システムは、大学設置基準、設置認可制度、

認証評価制度、情報公表によって構成されている。具体的には図表のように、事前規制である設

置認可審査において大学設置基準や関係法令等への適合を確認し、認可後の大学・短期大学の教

育の質については第三者による認証評価と情報公表によって事後チェックが行われている。この

ような二重のチェック体制の成立は、1991 年の大学設置基準の大綱化を起点としている。その

大綱化を受けて大学制度全体への規制が緩和され、大学設置後の質保証が事前規制型から事後

チェック型へと移行したのである。そして事後チェックでは、第三者が客観的な立場から継続的

に評価を行う体制が整備されていった。その際に重要視されたのが、「内部質保証」である。そ

の内部質保証とは、各大学・短期大学が自らの責任によって教育研究活動の点検・評価を行い、

その質を維持し向上につなげる仕組みのことである。

図表　我が国の大学の質保証のイメージ図
5

今回の「審議まとめ」においても、先述の公的な質保証システムの責任を強く求めながら、各

大学・短期大学の自主性・自律性に基づく自己改善への努力と、社会に向けた説明責任の重要性

をより明確に指摘している。つまり内部質保証の在り方が重要な論点の一つとなっており、大学

教育の質保証の単位である学位プログラムが 3 つのポリシーに基づいて編成されること、そして

各大学における内部質保証が、学位プログラムを基礎として行われること等が重要な観点として

指摘されたのである。

さらに認証評価制度の見直しにあたり、各認証評価機関が行う質保証についての考え方や、内
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部質保証の有効性を確認するために必要とされる仕組みついても審議が行われた。例えば、評価

結果の内容が良好の場合、次回の受審を弾力化するなどのインセンティブを与えること、認証評

価に係るプロセスを効率化することで受審負担を軽減すること等が、委員の意見としてあがっ

た。その一方で「不適合」となった場合は、より厳格性のある事後措置として受審期間の短縮化

などが論じられたのである。

そのような経緯を経て、「審議まとめ」では現行の質保証システムが「一定程度機能している」

と評価し、これからの改革の方向性を「見直し」ではなく「改善・充実」としている。これは「抜

本的に見直す」必要を述べた「グランドデザイン答申」よりも緩やかで、現実的な方向性である

といえ、これまでの各大学・短期大学の自主的・自律的な改善への努力を認めるものとなってい

る。また「審議まとめ」では、質保証システムを構成する諸制度の改善・充実の方向性として「学

修者本位の大学教育の実現」と「社会に開かれた質保証の実現」を方針として提示し、4 つの視

座を設定した。それらは、①客観性の確保、②透明性の向上、③先導性・先進性の確保（柔軟性）、

④厳格性の担保である。

この 4 つの視座が、それぞれ相互に関係し合うことに留意したい。例えば、質保証への「厳格

性」の要請と、教育研究における「先進性」のために「柔軟性」を向上させることは、トレード

オフの関係となりうる。また、情報公表や成果報告を通して「透明性」を向上させることは、学

生や保護者、社会一般からの確認・評価を促し、それは「厳格性」の担保につながるものとなる。

このような社会との相互作用への視点を踏まえて、事前規制から事後チェックに至る全体のバラ

ンスに留意しながら質保証システムの改善・充実を図っていく方針が提示されたのである。

■４．「審議まとめ」の論点

質保証システム部会では、現行の質保証システムについての「抜本的な見直し」は必要ないと

の判断であったが、新しい意欲的な取り組みを奨励するにあたり現行の制度が足枷とならないた

めに、柔軟性のある仕組みが議論されていた。そのような議論が集約された「審議まとめ」には、

改善・充実に向けての考え方や提言が記載されている。以下では、その改善・充実に向けた考え

方を踏まえて 5 つの論点について述べたい。

（1）学位プログラム

本部会の議論では、学位プログラムのあり方が強調された。具体的には、学位プログラムを大

学教育の質保証の単位として位置付け、その学位プログラムが 3 つのポリシーに基づいて編成さ

れているか、各大学における内部質保証が学位プログラムを基礎として行われているか、その学

位プログラムごとに学修成果が把握されているか等が重要な観点となった。さらに、そのような

観点を踏まえた上で、学修者本位の大学教育の実現に向けて、内部質保証による教育研究活動へ

の不断の見直しが行われていることを、理念上明確にすることが提言されたのである。
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（2）専任教員から「基幹教員」へ

クロスアポイントメント等の多様な働き方が見られる現状を踏まえて、ひとつの大学で教育研

究に従事するという専任教員の概念を、基幹教員に改めるものである。留意したいのは、常勤以

外の教員でも一定以上の授業科目を担当して教育課程の編成に責任を持つ場合、大学設置基準に

おいて必要とされる教員数への算入が認められる点である。この改正によって他大学・学部の教

員を基幹教員として採用することが可能になるため、教員が足りない分野を補充することにより

既存の教育課程の充実を図ることができる。また、民間からの教員登用の可能性が広がり、必要

とされる最低限の基幹教員数を満たしていれば、学部・学科の設置が可能となることから、新し

い分野への学部新設が期待されるものである
6
。

（3）「特例」を認める制度の新設

この「特例」とは、内部質保証の仕組みが整備され適切に機能している大学・短期大学に対して、

教育課程等に関する特例を認める制度を新設するものである。これは大学・短期大学の創意工夫

に基づく意欲的な取り組みを促進し、今後の大学設置基準の改善につなげることを目的としてい

る
7
。今のところ、その特例事項には遠隔授業による修得単位上限、単位互換上限、授業科目の

自ら開設の原則、校地・校舎面積基準等が考えられており、対象となる大学・短期大学は大学設

置基準の要件緩和によって、意欲的で斬新な教育研究活動に挑戦することが可能となる。

（4）定員管理

大学・短期大学の質保証において、定員管理の在り方は教育環境の確保等から重要な論点であ

り、「基盤的経費の配分」という政策上の運用と「設置認可申請等における取扱い」という 2 つ

の観点が存在する。質保証システム部会では、定員管理を教育研究活動に必要な資源や環境を担

保するための仕組みと捉え、政策上の運用について一定程度の弾力化を求めている。その上で、

現行の入学定員に基づく単年度の算定を、収容定員に基づく複数年度の算定へと改めることを提

言している。さらに、留年者や長期履修生等の修業年限を超えて在籍している学生については、

一定の条件において控除することで、成績管理の厳格化・明確化との両立が図られる仕組みとす

るなどの定員管理をめぐる質保証についての考え方を示している。

（5）質保証を担う教職員の資質能力の向上

「審議まとめ」では、教員と事務職員、そして各種組織に関する規定を一体的に再整理するこ

とが提言された。これは、教員と事務職員が適切な役割分担の下で協働し、組織的に連携できる

体制を構築することで、より一層の教育研究活動の充実と質向上を期待するものである。そのよ

うな教職協働・連携の促進には、各大学・短期大学において、スタッフ・ディベロップメント（SD） 

とファカルティ・ディベロップメント（FD） の在り方を改善し、組織的に質保証を支える人材

を育成するとともに、教職員の資質能力の向上に向けた実践的な取り組みが求められている。
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■５．終わりに

質保証システム部会は「社会に開かれた質保証の実現」を検討方針のひとつとしたが、各大学・

短期大学は社会の要請に応じて、その説明責任を果たしていく必要がある。また、地域社会や産

業界との関係、高等教育を巡る国際的な動向等を踏まえて、教育や研究の成果、学修成果を積極

的に公表する姿勢も大切である。積極的な情報の公表は、社会からの信頼と支援につながり、そ

れにより大学・短期大学の教育研究の質の向上という好循環を生み出すことが期待される。以上

を踏まえて、これからは社会との相互作用の中で営まれるエコシステムとして質保証システムを

捉えていく視点が必要となるだろう。

少子高齢化やグローバル化の進展、そしてコロナ禍等により、社会や経済環境が大きく変化す

る中で、これまで以上に大学教育に対する期待が高まり、その教育の「質」が問われている。今

回の「審議まとめ」は、最低限の水準を厳格に担保する重要性を指摘しつつ、教育研究活動の先

導性・先進性の向上に向けて大学の裁量をより高めていく方向を示したものである。今後、基準

が変更・見直されるのであれば、各大学・短期大学の自主的・自律的な内部質保証の取り組みが

より一層求められるのである。

なお、末尾に「審議まとめ」の概要
8

を添付するので、資料としてご参照いただきたい。
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注

１　「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について」2022 年 3 月 18 日。

２　筆者は質保証システム部会委員として第 10 期（2020 年度）と第 11 期（2021 年度）の審議に加わった。

３　14 回のシステム部会に加えて、作業チーム 3 回による集中審議が行われた。「審議まとめ」は 2022

年 3 月 28 日に大学分科会（第 166 回）において了承された。

４　学校教育法第 83 条第 2 項。

５　「質保証システム見直しに係る基礎資料集」 p.15。

　　https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_koutou01-000021600_0005.pdf

６　「審議まとめ」の留意事項 (p.15) において、教育研究の質低下を招かないために、学内外での兼務の

条件や取り扱いについて、制度設計の際には留意が必要であると指摘されている。

７　現行の制度においても、各大学・短期大学の判断や運用によって柔軟に対応できる取り組みが数多く

ある。例えば、届出設置による学位プログラムの新設、学部などの連携課程制度、面接授業の特例措

置としての遠隔授業の実施等である。詳しくは前述した「審議まとめ」の「別途参考資料」を参照さ

れたい。

８　「新たな時代を見据えた質保証システムの改善・充実について（審議まとめ）」概要。

　　https://www.mext.go.jp/content/20220525-mxt_koutou01-000021600_0004.pdf
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■自県内の入学率および就職率が高く、地元志向が強い

　〇自宅通学が可能

　〇地元企業等への就職を意識した

キャリア教育や進路指導

　〇地域のニーズに対応した生涯学習プログラムの実施

　〇資格取得やキャリアアップを目指す社会人の学び直しプログラムを提供

■卒業生の約８０％が就職を希望し、そのうち約９７％が就職を決定している

■６割以上の学生が国家資格・免許を有する専門職者として、幅広い分野で活躍

■一般企業への就職も多く、事務職や営業職等、多彩な職種に就いている

《 専門的・技術的職業従事者 》
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■専攻科進学や四年制大学編入、海外への留学で上位資格取得や学びの発展へ

■広く高等教育の機会を提供し、地域社会に貢献

■生涯学習やリカレント教育の高まりへの対応

■地域における人材育成

■女性の活躍推進

■特色を活かした教育の維持向上

■小規模校が多く、財政的に厳しい環境

　〇修業期間が短いため学費の負担が低廉

■地域コミュニティとしての役割
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◇ 公的支援の必要性

◇ 地域に根ざした高等教育機関

◇ 高い就職率と多彩な進路先

◇ 公的支援の必要性

◇ 高い就職率と多彩な進路先
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自県内入学率a

69.2％
(大学：43.7％)

出典：令和４年度学校基本調査

自県内就職率

75.2％
出典：令和４年度

日本私立短期大学協会会員校調べ
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14校

22校

53校

32校

50校

31校

21校

27校

36校

286校

［令和4年4月1日現在］

＜令和4年5月1日＞

295 校

89,603【86,828】名

10,930【10,474】名（12.2％【12.1％】）

78,673【76,354】名（87.8％【87.9％】）
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旭川大学短期大学部

帯 広 大 谷 短 期 大 学

釧 路 短 期 大 学

光塩学園女子短期大学

國學院大學北海道短期大学部

札幌大谷大学短期大学部

札幌国際大学短期大学部

札幌大学女子短期大学部

拓殖大学北海道短期大学

函 館 大 谷 短 期 大 学

函 館 短 期 大 学

北翔大学短期大学部

北星学園大学短期大学部

北海道武蔵女子短期大学

14
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■千葉(8校）
植 草 学 園 短 期 大 学

昭 和 学 院 短 期 大 学

聖徳大学短期大学部

清和大学短期大学部

千 葉 敬 愛 短 期 大 学

千葉経済大学短期大学部

千 葉 明 徳 短 期 大 学

東 京 経 営 短 期 大 学

■埼玉(11校）
秋 草 学 園 短 期 大 学

川 口 短 期 大 学

国際学院埼玉短期大学

埼玉医科大学短期大学

埼 玉 純 真 短 期 大 学

埼 玉 女 子 短 期 大 学

埼 玉 東 萌 短 期 大 学

城 西 短 期 大 学

武 蔵 丘 短 期 大 学

武 蔵 野 短 期 大 学

山 村 学 園 短 期 大 学

■新潟(5校）
新 潟 工 業 短 期 大 学

新潟青陵大学短期大学部

新 潟 中 央 短 期 大 学

日本歯科大学新潟短期大学

明 倫 短 期 大 学

■神奈川(11校）
和 泉 短 期 大 学

小 田 原 短 期 大 学

神奈川歯科大学短期大学部

鎌倉女子大学短期大学部

相模女子大学短期大学部

上智大学短期大学部

湘 北 短 期 大 学

昭和音楽大学短期大学部

洗足こども短期大学

鶴見大学短期大学部

横 浜 女 子 短 期 大 学

■山梨(2校）
帝 京 学 園 短 期 大 学

山 梨 学 院 短 期 大 学

■茨城(3校）
茨 城 女 子 短 期 大 学

つくば国際短期大学

常 磐 短 期 大 学
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愛 国 学 園 短 期 大 学

有明教育芸術短期大学

上野学園大学短期大学部

大妻女子大学短期大学部

共 立 女 子 短 期 大 学

国 際 短 期 大 学

駒 沢 女 子 短 期 大 学

実践女子大学短期大学部

淑徳大学短期大学部

女子栄養大学短期大学部

女子美術大学短期大学部

白 梅 学 園 短 期 大 学

星 美 学 園 短 期 大 学

創 価 女 子 短 期 大 学

帝 京 大 学 短 期 大 学

帝 京 短 期 大 学

貞 静 学 園 短 期 大 学

戸 板 女 子 短 期 大 学

東京家政大学短期大学部

東 京 交 通 短 期 大 学

東京歯科大学短期大学

東京女子体育短期大学

東 京 成 徳 短 期 大 学

東 京 立 正 短 期 大 学

東 邦 音 楽 短 期 大 学

桐朋学園芸術短期大学

新渡戸文化短期大学

日本歯科大学東京短期大学

日本大学短期大学部

フェリシアこども短期大学

目白大学短期大学部

山野美容芸術短期大学

32
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◇ 日本私立短期大学協会会員校 キャンパス所在地分布図
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編集後記

日本私立短期大学協会 常任理事　　　　

日本私立短期大学協会 広報委員会委員長

大手前短期大学 副理事長・学長　　　　

福井　洋子　

このたび、ご関係いただいた多くの皆様のご協力により「短期大学教育」78 号を発刊できま

したことを厚く御礼申し上げます。

コロナ禍のもとでの授業運営も徐々に日常化しつつあるようですが、一方で高等教育機関を取

り巻く環境は一段と厳しさを増し、年ごとに大きな波が押し寄せているかのようです。

一昨年来の「ガバナンス改革」の議論に続き、本年度は「質保証システムの改革」が大きなテー

マになりました。この改革の方向性として大学分科会質保証システム部会で審議された主要な項

目である大学設置基準、設置認可制度が改正され、次年度以降の教学運営に大きな変化が現れる

「教学改革の一つの転換点」になるのではないかと考えられます。

そこで本号では「教育の質が保証された短期大学」をテーマとして、一連の改革の出発点となっ

た大学分科会質保証システム部会に委員として参画された谷本和子氏（関西外国語大学短期大学

部・学長）より審議のまとめに至る議論の経過などについてご報告いただくとともに、「基幹教

員」の導入など大幅な変更となった大学設置基準の改正について文部科学省高等教育局 大学教

育・入試課から具体的な改正内容と留意点などを解説していただきました。また、志賀啓一氏（鹿

児島女子短期大学 理事長・学長）からは認証評価制度における質の保証と現状などについてご

説明いただいております。この 3 つの論稿を通して、改革の全体像や内容などについて、少しで

も皆様のご理解を深める一助にしていただければと考えました。

短期大学は、言うまでもなく少子化に伴う志願者の減少という厳しい状況にあります。このよ

うな試練の時こそいただきました論稿を参考にしながら、質保証の施策を行い、次の時代に即し

た地域に求められる短期大学を目指して、難局を乗り越えて着実に歩みを続けることが必要です。

今後とも全国の短期大学教育に携わる皆様方からのご指導とご協力をお願い申し上げまして、

編集後記の御礼の言葉といたします。
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